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令和６年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認 

 

 

 詳細は、別紙「令和６年度事業報告書（案）」、「令和６年度決算書（案）」の 

とおり。 

議 案 第 １ 号 

 



令和 7 年 6 月 12 日 

 

 

令和 7 年度補正予算（第一次） 

 

予算に変更すべき事由が生じたため、下記のとおり、令和 7 年度補正予算書

（第一次）を提出する。  
 

記 

 

1.補正の内容 

(1)事由 

 令和 5 年度より事務用パソコンをサブスクリプション契約により調達し、働き

方改革への対応や運用管理の効率化を図ってきた。 

会計処理にあたり、デバイスの契約期間が設定されていたことから、リースに

準ずる取引と認識し、リース会計を適用したが、サブスクリプション契約はサー

ビスの利用にかかる対価を支払うものであり、リース契約と異なり中途解約金の

支払い義務を負わない旨が契約書に定められていることから、利用の対価を費用

に計上する会計処理に変更することにした。 

なお、当該契約内容に関して業者に確認中ではあるが、現契約書に基づいて会

計処理を見直すこととした。 

 

(2)補正する勘定科目 

減額する勘定科目 

 施設整備等による支出 

   ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出      △13,024,000 円 

 

増額する勘定科目 

 事業活動による支出 

      事務費支出 

       賃借料支出           13,024,000 円 

 

※結果、収支差額に、変動はなし。 

 

2.令和 7 年度補正予算書(第一次)について 

①法人全体資金収支補正予算書(令和 7 年 6 月)・・・ 別紙１ 

②拠点区分別資金収支補正予算書(令和 7 年 6 月)・・ 別紙２ 

議案第２号 



法人：

勘 定 科 目 備 考

法人全体　資金収支補正予算書
令和7年6月  

社会福祉法人　世田谷区社会福祉協議会  

 

   

 （単位：円）

現計予算額 補正予算額 合計

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

 33,069,000   33,069,000  0　会費収入

 9,924,000   9,924,000  0　寄附金収入

 503,006,000   503,006,000  0　経常経費補助金収入

 939,888,000   939,888,000  0　受託金収入

 695,000   695,000  0　貸付事業収入

 90,031,000   90,031,000  0　事業収入

 1,230,000   1,230,000  0　受取利息配当金収入

 663,000   663,000  0　その他の収入

 1,578,506,000  0  1,578,506,000事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

 1,173,804,000   1,173,804,000  0　人件費支出

 122,501,000   122,501,000  0　事業費支出

 222,499,000   209,475,000  13,024,000　事務費支出

 695,000   695,000  0　貸付事業支出

 100,165,000   100,165,000  0　助成金支出

 18,000,000   18,000,000  0　その他の支出

 1,624,640,000  13,024,000  1,637,664,000事業活動支出計(2)

 △59,158,000 △46,134,000  △13,024,000事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

 0  0  0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

 1,605,000   1,605,000  0　固定資産取得支出

 0   13,024,000  △13,024,000　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

 14,629,000  △13,024,000  1,605,000施設整備等支出計(5)

 △1,605,000 △14,629,000  13,024,000施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

 73,580,000   73,580,000  0　積立資産取崩収入

 6,951,000   6,951,000  0　事業区分間繰入金収入

 2,547,000   2,547,000  0　拠点区分間繰入金収入

 9,909,000   9,909,000  0　サービス区分間繰入金収入

 3,576,000   3,576,000  0　その他の活動による収入

 96,563,000  0  96,563,000その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

 27,057,000   27,057,000  0　積立資産支出

 6,951,000   6,951,000  0　事業区分間繰入金支出

 2,547,000   2,547,000  0　拠点区分間繰入金支出

 9,909,000   9,909,000  0　サービス区分間繰入金支出

 46,464,000  0  46,464,000その他の活動支出計(8)

 50,099,000 50,099,000  0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

 10,000,000 10,000,000  0予備費支出(10)

 △20,664,000 △20,664,000  0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

 109,029,000 109,029,000  0前期末支払資金残高(12)

 88,365,000 88,365,000  0当期末支払資金残高(11)+(12)

別紙１



法人：

勘 定 科 目 備 考

拠点区分別　資金収支補正予算書
令和7年6月  

社会福祉法人　世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

 拠点：地域福祉推進事業

   

 （単位：円）

現計予算額 補正予算額 合計

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

 30,928,000   30,928,000  0　会費収入

 7,373,000   7,373,000  0　寄附金収入

 461,933,000   461,933,000  0　経常経費補助金収入

 511,482,000   511,482,000  0　受託金収入

 35,013,000   35,013,000  0　事業収入

 1,230,000   1,230,000  0　受取利息配当金収入

 663,000   663,000  0　その他の収入

 1,048,622,000  0  1,048,622,000事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

 781,746,000   781,746,000  0　人件費支出

 85,709,000   85,709,000  0　事業費支出

 134,554,000   123,795,000  10,759,000　事務費支出

 96,490,000   96,490,000  0　助成金支出

 10,116,000   10,116,000  0　その他の支出

 1,097,856,000  10,759,000  1,108,615,000事業活動支出計(2)

 △59,993,000 △49,234,000  △10,759,000事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

 0  0  0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

 1,605,000   1,605,000  0　固定資産取得支出

 0   10,759,000  △10,759,000　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

 12,364,000  △10,759,000  1,605,000施設整備等支出計(5)

 △1,605,000 △12,364,000  10,759,000施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

 42,455,000   42,455,000  0　積立資産取崩収入

 6,951,000   6,951,000  0　事業区分間繰入金収入

 9,909,000   9,909,000  0　サービス区分間繰入金収入

 59,315,000  0  59,315,000その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

 27,057,000   27,057,000  0　積立資産支出

 2,547,000   2,547,000  0　拠点区分間繰入金支出

 9,909,000   9,909,000  0　サービス区分間繰入金支出

 39,513,000  0  39,513,000その他の活動支出計(8)

 19,802,000 19,802,000  0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

 10,000,000 10,000,000  0予備費支出(10)

 △51,796,000 △51,796,000  0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

 109,029,000 109,029,000  0前期末支払資金残高(12)

 57,233,000 57,233,000  0当期末支払資金残高(11)+(12)

別紙２



法人：

勘 定 科 目 備 考

拠点区分別　資金収支補正予算書
令和7年6月  

社会福祉法人　世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

 拠点：生活自立支援事業

   

 （単位：円）

現計予算額 補正予算額 合計

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

 245,000   245,000  0　会費収入

 200,000   200,000  0　寄附金収入

 13,607,000   13,607,000  0　経常経費補助金収入

 322,532,000   322,532,000  0　受託金収入

 695,000   695,000  0　貸付事業収入

 337,279,000  0  337,279,000事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

 217,629,000   217,629,000  0　人件費支出

 21,003,000   21,003,000  0　事業費支出

 63,997,000   62,250,000  1,747,000　事務費支出

 695,000   695,000  0　貸付事業支出

 2,520,000   2,520,000  0　助成金支出

 6,426,000   6,426,000  0　その他の支出

 310,523,000  1,747,000  312,270,000事業活動支出計(2)

 25,009,000 26,756,000  △1,747,000事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

 0  0  0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

 0   1,747,000  △1,747,000　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

 1,747,000  △1,747,000  0施設整備等支出計(5)

 0 △1,747,000  1,747,000施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

 2,547,000   2,547,000  0　拠点区分間繰入金収入

 3,576,000   3,576,000  0　その他の活動による収入

 6,123,000  0  6,123,000その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

 0  0  0その他の活動支出計(8)

 6,123,000 6,123,000  0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

 0 0  0予備費支出(10)

 31,132,000 31,132,000  0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

 0 0  0前期末支払資金残高(12)

 31,132,000 31,132,000  0当期末支払資金残高(11)+(12)



法人：

勘 定 科 目 備 考

拠点区分別　資金収支補正予算書
令和7年6月  

社会福祉法人　世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

 拠点：権利擁護事業

   

 （単位：円）

現計予算額 補正予算額 合計

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

 1,896,000   1,896,000  0　会費収入

 2,351,000   2,351,000  0　寄附金収入

 27,466,000   27,466,000  0　経常経費補助金収入

 105,874,000   105,874,000  0　受託金収入

 41,968,000   41,968,000  0　事業収入

 179,555,000  0  179,555,000事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

 170,597,000   170,597,000  0　人件費支出

 15,247,000   15,247,000  0　事業費支出

 22,727,000   22,209,000  518,000　事務費支出

 1,155,000   1,155,000  0　助成金支出

 954,000   954,000  0　その他の支出

 210,162,000  518,000  210,680,000事業活動支出計(2)

 △31,125,000 △30,607,000  △518,000事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

 0  0  0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

 0   518,000  △518,000　ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

 518,000  △518,000  0施設整備等支出計(5)

 0 △518,000  518,000施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

 31,125,000   31,125,000  0　積立資産取崩収入

 31,125,000  0  31,125,000その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

 0  0  0その他の活動支出計(8)

 31,125,000 31,125,000  0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

 0 0  0予備費支出(10)

 0 0  0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

 0 0  0前期末支払資金残高(12)

 0 0  0当期末支払資金残高(11)+(12)



法人：

勘 定 科 目 備 考

拠点区分別　資金収支補正予算書
令和7年6月  

社会福祉法人　世田谷区社会福祉協議会  
事業：収益

 拠点：自動販売機設置事業

   

 （単位：円）

現計予算額 補正予算額 合計

＜　事業活動による収支　＞

＜　収入　＞

 13,050,000   13,050,000  0　事業収入

 13,050,000  0  13,050,000事業活動収入計(1)

＜　支出　＞

 3,832,000   3,832,000  0　人件費支出

 542,000   542,000  0　事業費支出

 1,221,000   1,221,000  0　事務費支出

 504,000   504,000  0　その他の支出

 6,099,000  0  6,099,000事業活動支出計(2)

 6,951,000 6,951,000  0事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

＜　施設整備等による収支　＞

＜　収入　＞

 0  0  0施設整備等収入計(4)

＜　支出　＞

 0  0  0施設整備等支出計(5)

 0 0  0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

＜　その他の活動による収支　＞

＜　収入　＞

 0  0  0その他の活動収入計(7)

＜　支出　＞

 6,951,000   6,951,000  0　事業区分間繰入金支出

 6,951,000  0  6,951,000その他の活動支出計(8)

 △6,951,000 △6,951,000  0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

 0 0  0予備費支出(10)

 0 0  0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

 0 0  0前期末支払資金残高(12)

 0 0  0当期末支払資金残高(11)+(12)



令和７年６月１２日 

 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会次期役員候補者の決定 

 

 

本会の次期役員候補者を次のとおり決定する。 

 

１．役員候補者名簿 

  別紙のとおり 

 

２．任  期 

令和７年定時評議員会終結時から令和９年定時評議員会の終結時まで 

議 案 第３ 号 



社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会役員候補者名簿 
任期：令和７年定時評議員会終結時から令和９年定時評議員会の終結時まで 

１．理事【定数：２３名以上２５名以内】 
氏  名 選 任 区 分 備  考 

鈴 木 賢 治 世田谷地域社協福祉推進協議会会長 
当法人が行う事業の区域における福

祉に関する実情に通じている者 
 

岡 﨑 克 美 北沢地域社協福祉推進協議会会長 〃  
吉 村 俊 雄 玉川地域社協福祉推進協議会会長 〃  
岩 波 京 子 砧地域社協福祉推進協議会会長 〃 新任 
髙 橋 和 夫 烏山地域社協福祉推進協議会会長 〃  
田 嶋 宏 世田谷地域社協福祉推進協議会委員 〃  
川 﨑 惠 美 子 〃 〃  
松 岡 宏 武 〃 〃  
白 須 勝 敏 〃 〃  
田 中 京 子 北沢地域社協福祉推進協議会委員 〃  
手 嶌 き み 子 〃 〃  
佐 藤 由 美 子 〃 〃 新任 
小 林 喜 美 江 玉川地域社協福祉推進協議会委員 〃  
江 藤 眞 理 子 〃 〃  
川 邊 太 美 雄 〃 〃 新任 
本 田 隆 志 〃 〃  
長 島 日 出 男 砧地域社協福祉推進協議会委員 〃 新任 
妹 尾 廣 子 〃 〃 新任 
新 井 貞 次 烏山地域社協福祉推進協議会委員 〃  
水  野  貞 〃 〃  

欠 員 世田谷区町会総連合会会長 〃  
坂 本 雅 則 世田谷区民生委員児童委員協議会会長 〃  
横 山 康 博 ボランティア団体の代表者 〃  
酒 井 健 治 社会福祉事業を経営する団体の役職員 

社会福祉事業の経営に関す
る識見を有する者  

長 岡 光 春 世田谷区社会福祉協議会事務局長 〃  
２．監 事【定数：３名】 

氏  名 選任区分 備  考 

近 造 廸 夫 地域の福祉関係者 社会福祉事業について識見を有する者  

板 谷 雅 光 社会福祉事業の知識経験等を有する者 〃  
丹 羽 克 裕 財務及び会計、経理の経験を有する者 財務管理について識見を有する者  

    （敬称略。選任区分別) 

社会福祉法第４４条第１項により準用される法第４０条第１項に定める欠格事由､特殊関係者､暴力団員等の反社会的勢力の者の該当者なし  



議 案 第４ 号 

  令和７年６月１２日                       

 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会次期評議員候補者の推薦 

 

 

 

 次期評議員候補者推薦書を社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員選任・解任

委員会に提出する。 

 

 

１．評議員候補者 

  別紙「次期評議員候補者推薦書」（案）のとおり 

 

２．就任期間 

  令和７年定時評議員会終結時から令和１１年定時評議員会の終結の時まで。 

 

 



 
 

令
和

７
年

６
月

１
２

日
 

 

議
案

第
４

号
 

社
会

福
祉

法
人

世
田

谷
区

社
会

福
祉

協
議

会
 

次
期

評
議

員
候

補
者

推
薦

書
（

案
）

 

 

  

注
記

 
１

．
社

会
福

祉
法

人
世

田
谷

区
社

会
福

祉
協

議
会

に
つ

い
て

は
、「

区
社

協
」

と
略

称
し

記
載

 
２

．
地

区
社

会
福

祉
協

議
会

に
つ

い
て

は
、「

地
区

社
協

」
と

略
称

し
記

載
 

３
．

世
田

谷
区

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
に

つ
い

て
は

、「
民

生
児

童
委

員
」

と
略

称
し

記
載

 
４

．
地

区
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会

に
つ

い
て

は
、「

地
区

民
児

協
」

と
略

称
し

記
載

 

 



 
 

１
．

世
田

谷
地

域
（

１
７

名
）

 
№

 
氏

名
 

生
年

月
日

 
住

所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

１
 

富
澤

と
み

ざ
わ

 
美

智
代

み
ち

よ

 
S
3
1
.
7
.3
0
 

〒
1
5
4
-0
0
0
1 

池
尻

２
-
2
6
-7
 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
民

生
児

童
委

員
会

長
 

・
現

評
議

員
 

民
生

委
員

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

２
 

北
野

き
た

の

 
康

子

や
す

こ

 
S
3
3
.
7
.2
5
 

〒
1
5
4
-0
0
0
1 

池
尻

２
-
2
1-
1
5
-

3
0
1 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
民

生
児

童
委

員
 

・
現

評
議

員
 

民
生

委
員

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

３
 

山や
ま

﨑ざ
き

 
和

則

か
ず

の
り

 
S
2
5
.
1
.1
5
 

〒
1
5
4
-0
0
0
4 

太
子

堂
５

-
14
-
1
0 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
町

会
長
 

・
現

評
議

員
 

町
会

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

４
 

新
任

 
伊

藤

い
と

う

 
善よ
し

雄お

 
S
2
8
.
6
.1
1
 

〒
1
5
4
-0
0
0
4 

太
子

堂
５

-
2-
1
5 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
民

生
児

童
委

員
副

会
長
 

民
生

委
員

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

５
 

芳
澤

よ
し

ざ
わ

 
容

子

や
す

こ

 
S
1
9
.
6
.1
6
 

〒
1
5
4
-0
0
2
3 

若
林

３
-
2
4
-1
1 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

運
営

に
長

年
携

わ
り

、
社

会
福

祉
法

人
の

適
正

な
運

営
に

必
要

な
識

見
を

有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

６
 

安
土

あ
づ

ち

 
美

智
子

み
ち

こ

 
S
3
0
.
5
.1
 

〒
1
5
4
-0
0
2
3 

若
林

４
-
1
7
-３

 
・

地
区
社

協
運

営
委

員
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

運
営

に
長

年
携

わ
り

、
社

会
福

祉
法

人
の

適
正

な
運

営
に

必
要

な
識

見
を

有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

７
 

西
垣

に
し

が
き

 
禮

子

れ
い

こ

 
S
1
8
.
4
.1
 

〒
1
5
4
-0
0
1
6 

弦
巻

４
-
1
-
16
 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

運
営

に
長

年
携

わ
り

、
社

会
福

祉
法

人
の

適
正

な
運

営
に

必
要

な
識

見
を

有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

 



 
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

８
 

村
上

む
ら

か
み

 
知ち

惠
子

え
こ

 
S
2
2
.
1
2.

1
3 

〒
1
5
4
-0
0
1
6 

弦
巻

2-
5
-
4 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
日

赤
分

団
副

分
団

長
 

・
現

評
議

員
 

日
赤

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

９
 

新
任
 

黒
田

く
ろ

だ

 
眞

喜
子

ま
き

こ

 
S
2
0
.
7
.2

8 
〒

1
5
6
-0
0
5
2 

経
堂

４
-
3
9
-５

 
・

地
区
社

協
副

会
長
 

・
日

赤
分

団
長

 

日
赤

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
０
 

新
任
 

小
河

原

お
が

わ
ら

 
邦く

妃き

江え

 
S
3
0
.
3
.2

5 
〒

1
5
6
-0
0
5
2 

経
堂

３
-
2
3
-３

 
・

地
区
社

協
副

会
長
 

・
民

生
児

童
委

員
会

長
 

民
生

委
員

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
１
 

須
藤

す
ど

う

 
和

代

か
ず

よ

 
S
2
6
.
8
.9
 

〒
1
5
4
-0
0
0
2 

下
馬

３
-
2
2
-2
 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
日

赤
分

団
長

 
・

現
評
議

員
 

日
赤

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
２
 

新
任
 

大
澤

お
お

さ
わ

 
康

代

や
す

よ

 
S
2
8
.
3
.2
 

〒
1
5
4
-0
0
0
2 

下
馬

２
-
4
3
-2
 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
民

生
児

童
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員
副

会
長
 

民
生

委
員

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年
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わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
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１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
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し

 

１
３
 

新
任
 

八
田

は
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た
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美

あ
け
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S
2
7
.
7
.1
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〒

1
5
4
-0
0
0
2 
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馬
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地

区
社

協
運

営
委

員
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児

童
委

員
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区
社

協
運

営
に

長
年
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わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
４
 

滝
嶋

た
き

し
ま

 
秀

夫

ひ
で

お

 
S
1
6
.
1
1.

2
3 

〒
1
5
4
-0
0
0
3 

野
沢

１
-
6
-
5 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
町

会
長
 

・
現

評
議

員
 

町
会

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

  



 
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

１
５

 
谷た
に

﨑ざ
き

 
茂し
げ

保や
す

 
S
1
9
.
5
.4
 

〒
1
5
4
-0
0
1
2 

駒
沢

１
-
9
-
15
 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

運
営

に
長

年
携

わ
り

、
社

会
福

祉
法

人
の

適
正

な
運

営
に

必
要

な
識

見
を

有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
６

 
新

任
 

松
本

ま
つ

も
と

 
道

子

み
ち

こ

 
S
2
8
.
1
2.
1
0 

〒
1
5
4
-0
0
1
1 

上
馬

１
-
7
-
3 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
民

生
児

童
委

員
会

長
 

民
生

委
員

、
地

区
社

協
運

営
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
７
 

髙た
か

橋は
し

 
直

之

な
お
ゆ

き

 
S
4
7
.
1
0.

8 
〒

1
5
4
-0
0
1
1 

上
馬

４
-
1
2
-3
 

・
社

会
福

祉
法

人
 

東
京

育
成

園
園

長
 

・
現

評
議

員
 

長
年

に
渡
り

児
童
福

祉
の

向
上
に

寄
与

し
、

社
協
活

動
へ
の

理
解

も
深
く

、
社
会

福
祉

法
人
の

適
正
な

運
営

に
必
要

な
識
見

を
有

し
て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

※
上

記
候

補
者

１
７

名
は

い
ず

れ
も

暴
力
団

員
等

反
社

会
的

勢
力
の

者
の

該
当

者
な

し
 

                  



 
 

２
．

北
沢

地
域

（
１

３
名

）
 

N
o
. 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由
 

兼
職

状
況
 

欠
格

事
項

 
特

殊
関
係

者
 

１
 

新
任

 
勝

呂

す
ぐ

ろ

 
尚

弘

な
お

ひ
ろ

 
S
3
0
.
1
.4
 

〒
1
5
4
-0
0
2
2
 

梅
丘

3-
5
-
2
1 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
町

会
副

会
長

 

地
区

社
協
活

動
や
、

町
会

活
動
等

地
域
福

祉
活

動
に
携

わ
り
、

社
会

福
祉
法

人
の
適

正
な

運
営
に

必
要
な

識
見

を
有
し

て
い
る

 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

２
 

新
任

 
神

津

こ
う

づ

 
光

年

み
つ

と
し

 
S
4
0
.
5
.2
1 

〒
1
5
5
-0
0
3
3
 

代
田

3-
4
2
-
7 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
自

治
会

副
会

長
 

地
区

社
協
活

動
や
、

町
会

活
動
等

地
域
福

祉
活

動
に
携

わ
り
、

社
会

福
祉
法

人
の
適

正
な

運
営
に

必
要
な

識
見

を
有
し

て
い
る

 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

３
 

都つ

﨑ざ
き

 
裕

子

ひ
ろ

こ

 
S
1
9
.
1
.3
0 

〒
1
5
5
-0
0
3
2
 

代
沢

2-
3
3
-
1
7 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
町

会
副

会
長

 
（

町
会
会

長
代

行
）
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協
活

動
や
、

町
会

活
動
等

地
域
福

祉
活

動
に
携

わ
り
、

社
会

福
祉
法

人
の
適

正
な

運
営
に

必
要
な

識
見

を
有
し

て
い
る

 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

４
 

松
尾

ま
つ

お

 
照

子

て
る

こ

 
S
2
3
.
1
1.
1
3 

〒
1
5
5
-0
0
3
2
 

代
沢

5-
5
-
8
 

・
地

区
社

協
会

長
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

民
生

児
童
委

員
協
議

会
会

長
や
地

区
社
協

役
員

と
し
て

長
年
地

域
福

祉
活
動

に
携
わ

り
、

社
会
福

祉
法
人

の
適

正
な
運

営
に
必

要
な

識
見
を

有
し
て

い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

５
 

狩
野

か
の

う

 
千

賀
子

ち
か

こ

 
S
1
8
.
1
2.
1
9 

〒
1
5
5
-0
0
3
3
 

代
田

4-
3
-
2
8 

・
地

区
社

協
会

計
 

・
町

会
副

会
長

 
・

現
評
議

員
 

地
区

社
協
活

動
や
町

会
活

動
等
地

域
福
祉

活
動

に
携
わ

り
、
社

会
福

祉
法
人

の
適
正

な
運

営
に
必

要
な
識

見
を

有
し
て

い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

６
 

河
野

こ
う

の

 
清

き
よ

し

 
S
2
0
.
1
1.
2
7 

〒
1
5
6
-0
0
4
1
 

大
原

1-
2
3
-
8 

・
地

区
社

協
監

事
 

・
町

会
会

長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協
活

動
や
町

会
活

動
等
地

域
福
祉

活
動

に
携
わ

り
、
社

会
福

祉
法
人

の
適
正

な
運

営
に
必

要
な
識

見
を

有
し
て

い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

 



 
 

N
o
. 

氏
名

 
生

年
月

日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由
 

兼
職

状
況
 

欠
格

事
項

 
特

殊
関

係
者
 

７
 

増
山

ま
す

や
ま

 
晶

一

し
ょ
う

い
ち

 
S
1
7
.
1
0.
2 

〒
1
5
5－

0
0
3
1 

北
沢

2－
3
3
－

5 
・

地
区
社

協
副

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協
役

員
と
し

て
地

域
活
動

に
長
年

携
わ

り
、
社

会
福
祉

法
人

の
適
正

な
運
営

に
必

要
な
識

見
を
有

し
て

い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

８
 

新
任
 

川
村

か
わ

む
ら

 
恵

美
子

え
み

こ

 
S
3
2
.
1
1.
1
1 

〒
1
5
5－

0
0
3
1 

北
沢

2－
1
7
－

9 
・

地
区
社

協
副

会
長
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

民
生

児
童
委

員
協
議

会
会

長
・
地

区
社
協

副
会

長
と
し

て
地
域

福
祉

活
動
に

長
年
携

わ
り

、
社
会

福
祉
法

人
の

適
正
な

運
営
に

必
要

な
識
見

を
有
し

て
い

る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

９
 

新
任
 

三
橋

み
つ

は
し

 
直

子

な
お

こ

 
S
2
5
.
5
.6
 

〒
1
5
5
-0
0
4
3
 

松
原

5-
5
8
-
1
7 

・
地

区
社

協
会

長
 

・
自

治
会

副
会

長
 

地
区

社
協
会

長
や
町

会
役

員
と
し

て
長
年

地
域

福
祉
活

動
に
携

わ
り

、
社
会

福
祉
法

人
の

適
正
な

運
営
に

必
要

な
識
見

を
有
し

て
い

る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
０
 

新
任
 

山
田

や
ま

だ

 
サ

ト
子

さ
と

こ

 
S
2
4
.
1
2.
1
6 

〒
1
5
5
-0
0
4
3
 

松
原

3-
4
-
1
0 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
民

生
児

童
委

員
 

地
区

社
協
活

動
や
民

生
児

童
委
員

と
し
て

長
年

地
域
福

祉
活
動

に
携

わ
り
、

社
会
福

祉
法

人
の
適

正
な
運

営
に

必
要
な

識
見
を

有
し

て
い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
１
 

上
田

う
え

だ

 
啓

子

け
い

こ

 
S
1
8
.
8
.2
7 

〒
1
5
6
-0
0
4
4
 

赤
堤

1-
1
7
-
3 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
町

会
総

連
合

会
副

会
長

（
会

長
代

行
）
 

・
町

会
会

長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協
や

町
会
役

員
と

し
て
長

年
地
域

福
祉

活
動
に

携
わ

り
、

社
会
福

祉
法
人

の
適

正
な
運

営
に
必

要
な

識
見
を

有
し
て

い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
２
 

中
村

な
か

む
ら

 
佳か

寿
子

ず
こ

 
S
2
3
.
3
.1
6 

〒
1
5
6
-0
0
4
5
 

桜
上
水

5
-
3
1
-
7 

・
地

区
社

協
会

計
 

・
町

会
役

員
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協
や

町
会
役

員
と

し
て
長

年
地
域

福
祉

活
動
に

携
わ

り
、

社
会
福

祉
法
人

の
適

正
な
運

営
に
必

要
な

識
見
を

有
し
て

い
る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 



 
 

N
o
. 

氏
名

 
生

年
月

日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由
 

兼
職

状
況
 

欠
格

事
項

 
特

殊
関

係
者
 

1
３
 

杉
山

す
ぎ

や
ま

 
真ま

生
子

き
こ

 
S
4
4
.
1
.3
0 

〒
1
5
6
-0
0
4
3
 

松
原

3-
4
0
-
7 

パ
イ

ン
フ

ィ
ー

ル
ド

ビ
ル

2
0
1
 

・
社

会
福

祉
法

人
 

め
ぐ

は
う

す
地

域
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
 

施
設

長
 

・
現

評
議

員
 

長
年

に
渡
り

障
害
者

福
祉

の
向
上

に
寄
与

し
、

社
協
活

動
へ
の

理
解

も
深
く

、
社
会

福
祉

法
人
の

適
正
な

運
営

に
必
要

な
識
見

を
有

し
て
い

る
 

無
 

1
該

当
あ

り
 

 2
該

当
な

し
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

※
上

記
候

補
者

１
３

名
は

い
ず

れ
も

暴
力
団

員
等

反
社

会
的

勢
力
の

者
の

該
当

者
な

し
 

                          



 
 

３
．

玉
川

地
域

（
１

５
名

）
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

１
 

増
田

ま
す

だ

 
キ

ヨ
子

き
よ

こ

 
S
2
2
.
1
1.
3 

〒
1
5
8
-0
0
8
4
 

東
玉
川

2
-
8
-
1
8 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

２
 

染
野

そ
め

の

 
和

夫

か
ず

お

 
S
2
0
.
1
1.
3 

〒
1
5
8
-0
0
8
3
 

奥
沢

1-
6
2
-
9 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
町

会
役

員
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

や
、

町
会

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

す
る

者
で

あ
る
。
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

３
 

新
任
 
小

西

こ
に

し

 
玲

子

れ
い

こ

 
S
3
0
.
7
.2
0 

〒
1
5
8
-0
0
8
5
 

玉
川

田
園

調
布
 

2
-
1
1
-
10
 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

４
 

新
任
 
白

勢

し
ろ

せ

 
見み

和
子

わ
こ

 
S
2
3
.
2
.2
1 

〒
1
5
8
-0
0
8
3
 

奥
沢

8-
1
6
-
5 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

５
 

前
田

ま
え

だ

 
美

智
子

み
ち

こ

 
S
1
9
.
1
0.
7 

〒
1
5
8
-0
0
8
2
 

等
々
力

4
-
1
5
-
3 

・
地

区
社

協
会

計
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

６
 

野
村

の
む

ら

 
君

子

き
み

こ

 
S
2
3
.
6
.2
9 

〒
1
5
8
-0
0
8
6
 

尾
山
台

1
-
9
-
3 

・
地

区
社

協
監

事
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

  



 
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

７
 

豊
田

と
よ

だ

 
和

江

か
ず

え

 
S
2
8
.
2
.2
0 

〒
1
5
8
-0
0
8
3
 

野
毛

1-
1
4
-
3
2 

・
地

区
社

協
会

長
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

８
 

新
任
 
田

中

た
な

か

 
知

子

と
も

こ

 
S
4
1
.
1
1.
2
4
 

〒
1
5
8
-0
0
9
3
 

上
野
毛

2
-
5
-
2
3 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
地

区
民

児
協

副
会

長
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

９
 

小
島

こ
じ

ま

 
和

子

か
ず

こ

 
S
2
5
.
4
.1
3 

〒
1
5
8
-0
0
9
7
 

用
賀

2-
3
8
-
1
7 

・
地

区
社

協
会

計
 

・
民

生
児

童
委

員
 

・
町

会
副

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

や
、

町
会

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
０
 
鎌

田

か
ま

た

 
嘉よ

し

次つ
ぐ

 
S
1
8
.
4
.3
0 

〒
1
5
8
-0
0
9
7
 

用
賀

3-
8
-
1
6 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
町

会
会

長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

や
、

町
会

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
１
 
髙た

か

橋は
し

 
聰

子

さ
と

こ

 
S
2
2
.
2
.9
 

〒
1
5
8
-0
0
9
5
 

瀬
田

2-
2
2
-
1
7 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
２
 
髙た

か

橋は
し

 
節

子

せ
つ

こ

 
S
2
6
.
1
0.
1
0
 

〒
1
5
8
-0
0
9
5
 

瀬
田

4
-
11
-
3
3-
7
0
1 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

    



 
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

１
３
 
黒

木

く
ろ

き

 
勉つ
と

む

 
S
2
2
.
5
.2
4 

〒
1
5
8
-0
0
8
1
 

深
沢

5-
2
7
-
1 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
町

会
会

長
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

や
、

町
会

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
４
 

新
任
 
森

田

も
り

た

 
邦

夫

く
に

お

 
S
3
1
.
1
0.
2
6
 

〒
1
5
8
-0
0
8
1
 

深
沢

2-
1
6
-
2
4 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
地

区
民

児
協

副
会

長
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
５
 
杉

田

す
ぎ

た

 
春は

る

義よ
し

 
S
2
2
.
1
.1
2 

〒
1
5
8
-0
0
9
5
 

瀬
田

5-
3
0
-
8 

・
世

田
谷

区
身

体
障

害
者

福
祉
協

会
会

長
 

・
現

評
議

員
 

長
年

に
渡

り
障

害
者

福
祉

の
向

上
に

寄
与

し
、

社
協

活
動

へ
の

理
解

も
深

く
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

※
上

記
候

補
者

１
５

名
は

い
ず

れ
も

暴
力
団

員
等

反
社

会
的

勢
力
の

者
の

該
当

者
な

し
 

                 



 
 

４
．

砧
地

域
（

１
１

名
）
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

１
 

新
任
 
小

林

こ
ば

や
し

 
省

伍

し
ょ

う
ご

 
S
1
9
.
6
.1
3 

〒
1
5
7
-0
0
7
2 

祖
師

谷
2
-
9-
1
8
 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
自

治
会

会
長
 

長
年

、
自

治
会

活
動

や
地

区
社

協
事

業
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る

 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

２
 

新
任
 
中

西

な
か

に
し

 
一か
ず

善よ
し

 
S
2
4
.
7
.4
 

〒
1
5
7
-0
0
7
1 

千
歳

台
2
-
38
-
1
0 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
自

治
会

会
長
 

自
治

会
活

動
や

地
区

社
協

事
業

に
携

わ
り

、
社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

３
 

石
井

い
し

い

 
優

子

ゆ
う

こ

 
S
3
2
.
3
.1
7 

〒
1
5
7
-0
0
7
2 

祖
師

谷
5
-
30
-
4
 

ﾒ
ｿ
ﾞ
ﾝ
･
ﾄﾞ
ﾍ
ﾞ
ﾙｳ
ﾞ
ｭ
ｰ
A

棟
1
0
2 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

民
生

委
員

活
動

や
地

区
社

協
活

動
に

長
年

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る

 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

４
 

吉
川

よ
し

か
わ

 
百

合
子

ゆ
り

こ

 
S
1
7
.
8
.2
7 

〒
1
5
7
-0
0
6
6 

成
城

6-
2
9
-1
6 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
現

評
議

員
 

地
区

社
協

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

５
 

新
任
 
飯

田

い
い

だ

 
育

代

い
く

よ

 
S
3
3
.
4
.9
 

〒
1
5
6
-0
0
5
5 

船
橋

3-
6
-
5 

・
地

区
社

協
監

事
 

・
町

会
会

長
 

地
区

社
協

活
動

や
、

町
会

活
動

等
地

域
福

祉
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

６
 

新
任
 
綱つ
な

木き

 
雅

敏

ま
さ

と
し

 
S
2
5
.
9
.2
4 

〒
1
5
6
-0
0
5
5 

船
橋

5-
1
7
-1
6 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
地
区

町
会
・
自

治
会

連
合

会
会
長
 

長
年

、
社

会
福

祉
協

議
会

の
活

動
や

町
会

活
動

に
携

わ
り

、
社

会
福

祉
法

人
の

適
正

な
運

営
に

必
要

な
識

見
を

有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り

 
 

２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

    



 
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

７
 

荒
川

あ
ら

か
わ

 
和

茂

か
ず

し
げ

 
S
2
7
.
9
.1
5 

〒
1
5
7
-0
0
6
7 

喜
多

見
6
-
6-
1
8
 

・
地

区
社

協
会

長
 

・
自

治
会

会
長
 

・
青

少
年

地
区

委
員

会
会

長
 

・
現

評
議

員
 

長
年

、
社

会
福

祉
協

議
会

の
活

動
や

自
治

会
等

の
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

８
 

岡お
か

 
 
幸

子

さ
ち

こ

 
S
2
3
.
1
2.
2
4
 

〒
1
5
7
-0
0
6
7 

喜
多

見
2-
1
0
-1
4
-

2
0
7
 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
自

治
会

相
談

役
 

・
日

赤
分

団
 

・
現

評
議

員
 

長
年

、
地

域
福

祉
推

進
員

と
し

て
、

社
会

福
祉

協
議

会
の

活
動

に
携

わ
り

、
社

会
福

祉
法

人
の

適
正

な
運

営
に

必
要

な
識

見
を

有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

９
 

石
井

い
し

い

 
敏と
し

春は
る

 
S
2
2
.
9
.2
2 

〒
1
5
7
-0
0
7
4 

大
蔵

6-
3
-
7 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
町

会
長
 

・
現

評
議

員
 

長
年

、
地

区
社

会
福

祉
協

議
会

の
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る

 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
０
 

新
任
 
安

藤

あ
ん

ど
う

 
茂

し
げ

る

 
S
2
7
.
2
.3
 

〒
1
5
7
-0
0
7
4 

大
蔵

1-
1
2
-1
 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
町

会
長
 

長
年

、
地

区
社

会
福

祉
協

議
会

の
活

動
に

携
わ

り
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る

 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

１
１
 
福

田

ふ
く

だ

 
公き
み

英ひ
で

 
S
4
6
.
1
2.
2
0
 

〒
1
5
7
-0
0
7
6 

岡
本

2-
3
3
-2
4 

・
社

会
福

祉
法

人
泉

会
 

岡
本

福
祉

作
業

ホ
ー
 

ム
施

設
長
 

・
現

評
議

員
 

長
年

に
渡

り
障

害
者

福
祉

の
向

上
に

寄
与

し
、

社
協

活
動

へ
の

理
解

も
深

く
、

社
会

福
祉

法
人

の
適

正
な

運
営

に
必

要
な

識
見

を
有

し
て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

※
上

記
候

補
者

１
１

名
は

い
ず

れ
も

暴
力
団

員
等

反
社

会
的

勢
力
の

者
の

該
当

者
な

し
 

     



 
 

５
．

烏
山

地
域

（
８

名
）
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

１
 

島
田

し
ま

だ

 
益ま
す

吉き
ち

 
S
2
5
.
6
.7
 

〒
1
5
6
-0
0
5
6 

八
幡
山

3
-
6
-
2 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
町

会
長
 

・
現

評
議

員
 

町
会

、
地
区

社
協

等

地
域

福
祉
活

動
に

携

わ
り

、
社
会

福
祉

法

人
の

適
正
な

運
営

に

必
要

な
識
見

を
有

し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

２
 

宮
坂

み
や
さ

か

 
公

子

き
み

こ

 
S
3
2
.
1
.2
4 

〒
1
5
6
-0
0
5
6 

八
幡
山

3
-
2
8
-
1
1 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

民
生

児
童
委

員
、

地

区
社

協
活
動

等
地

域

福
祉

活
動
に

携
わ

り
、

社
会
福

祉
法

人

の
適

正
な
運

営
に

必

要
な

識
見
を

有
し

て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

３
 

安
藤

あ
ん
ど

う

 
正

一

ま
さ

か
ず

 
S
2
3
.
4
.1
6 

〒
1
5
7
-0
0
6
3 

粕
谷

4-
2
3
-
1
2 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

民
生

児
童
委

員
、

地

区
社

協
活
動

等
地

域

福
祉

活
動
に

携
わ

り
、

社
会
福

祉
法

人

の
適

正
な
運

営
に

必

要
な

識
見
を

有
し

て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

４
 

原
島

は
ら
し

ま

 
十

一

と
い

ち

 
S
2
5
.
1
0.
2
0
 

〒
1
5
7
-0
0
6
5 

上
祖

師
谷

2
-
9
-
6 

・
地

区
社

協
会

計
 

・
自

治
会

長
 

・
現

評
議

員
 

町
会

、
地
区

社
協

等

地
域

福
祉
活

動
に

携

わ
り

社
会
福

祉
法

人

の
適

正
な
運

営
に

必

要
な

識
見
を

有
し

て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

５
 

杉
田

す
ぎ

た

 
紀

子

の
り

こ

 
S
2
7
.
6
.2
4 

〒
1
5
7
-0
0
6
1 

北
烏
山

9
-
1
5
-
1 

・
地

区
社

協
会

計
 

・
日

赤
分

団
長
 

・
現

評
議

員
 

日
赤

奉
仕
団

、
地

区

社
協

活
動
等

地
域

福

祉
活

動
に
携

わ
り

、

社
会

福
祉
法

人
の

適

正
な

運
営
に

必
要

な

識
見

を
有
し

て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

６
 

並
木

な
み

き

 
正

道

ま
さ

み
ち

 
S
3
2
.
3
.2
 

〒
1
5
7
-0
0
6
2 

南
烏
山

4
-
9
-
1
8 

・
地

区
社

協
副

会
長
 

・
地

区
民

児
協

会
長
 

・
現

評
議

員
 

民
生

児
童
委

員
、

地

区
社

協
活
動

等
地

域

福
祉

活
動
に

携
わ

り
、

社
会
福

祉
法

人

の
適

正
な
運

営
に

必

要
な

識
見
を

有
し

て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 



 
 

№
 

氏
名
 

生
年

月
日
 

住
所
 

経
歴

・
現

職
 

推
薦

理
由

 
兼

職
状

況
 

欠
格

事
項
 

特
殊

関
係

者
 

７
 

新
任
 
椎

橋

し
い
ば

し

 
順よ

志
子

し
こ

 
S
3
3
.
7
.3
0 

〒
1
5
7
-0
0
6
2 

南
烏
山

6
-
9
-
9 

 

・
地

区
社

協
運

営
委

員
 

・
地

区
民

児
協

副
会

長
 

民
生

児
童
委

員
、

地

区
社

協
活
動

等
地

域

福
祉

活
動
に

携
わ

り
、

社
会
福

祉
法

人

の
適

正
な
運

営
に

必

要
な

識
見
を

有
し

て

い
る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

８
 

小
礒

こ
い

そ

 
満

み
つ

る

 
S
3
2
.
6
.1
5 

〒
1
5
6
-0
0
5
7 

上
北
沢

3
-
8
-
1
9 

・
社

会
福

祉
法

人
 

雲
柱

社
理

事
長

 
・

現
評
議

員
 

長
年

に
渡
り

児
童

福

祉
等

の
向
上

に
寄

与

し
、

社
協
活

動
へ

の

理
解

も
深
く

、
社

会

福
祉

法
人
の

適
正

な

運
営

に
必
要

な
識

見

を
有

し
て
い

る
 

無
 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該
当

な
し

 

１
 
該
当

あ
り
 

 ２
 
該

当
な
し

 

※
上
記

候
補
者

８
名
は

い
ず

れ
も

暴
力

団
員

等
反

社
会

的
勢

力
の

者
の

該
当

者
な

し
 

      



議 案 第５ 号 

  令和７年６月１２日                       

 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の開催 

 

 

 

１．開催日時 令和７年６月２３日（月） 午後３時３０分～ 

 

２．開催場所 世田谷区社会福祉協議会本部会議室 

       世田谷区成城６－３－１０ 成城６丁目事務所棟 

 

３．審議事項 次期評議員の選任について 

 

 



 

令和７年６月１２日 

 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任 

 

 

１．提案理由 

  定款第７条第２項で、評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、

外部委員３名の合計５名で構成するとされている。なお、監事３名による協議

により以下の監事が委員候補者に推挙されている。 

  今般、任期満了に伴い委員候補者を理事会で承認する。 

   

 

構成 氏名 所属団体 

外部委員 
（新任） 諏 訪 徹 

日本大学文理学部 

社会福祉学科教授 

外部委員 松本 公平 
公益財団法人 

世田谷区保健センター理事長 

外部委員 若林 一夫 

社会福祉法人 

世田谷区ボランティア協会 

事務局長 

監事 板谷 雅光 世田谷区社会福祉協議会監事 

事務局員 雨宮 弘仁 
世田谷区社会福祉協議会 

総務課長 

 

２．任期 

  令和７年定時評議員会終結時から令和１１年定時評議員会終結時まで 

議案第６号 



議 案 第７ 号 

  令和７年６月１２日 

 

 

役員賠償責任保険契約の決定 

 

 「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施

行（令和３年３月１日）に伴う改正社会福祉法第４５条の２２の２の規定（一般社団・

財団法人法第１１８条の３の準用）に基づき、本会が締結する役員等賠償責任保険契

約の内容等について提出する。 

 

 

１．契約内容 

 （１）保険会社    東京海上日動火災保険株式会社 

 （２）被保険者    本会理事・監事・評議員 

 （３）保険の名称   役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏマネジメントパッケージ（経営

責任総合補償特約条項付帯 会社役員賠償責任保険） 
 （４）保険期間    １年間 

（令和７年７月１日午後４時～令和８年７月１日午後４時） 

 （５）保険料     １３２,０９０円 

 （６）保険金の支払事由および支払限度額 

    ①支払事由   被保険者である理事、監事、評議員等がその地位に基づき

行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求

がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟

費用等。 

    ②支払限度額  ３億円 

 

 
【参考】（一般社団・財団法人法第 118 条） 
（役員等のために締結される保険契約） 
第百十八条の三 一般社団法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその

職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生

ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者と

するもの（当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正

性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただ

し書において「役員等賠償責任保険契約」という。）の内容の決定をするには、社員総会

（理事会設置一般社団法人にあっては、理事会）の決議によらなければならない。 
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 本保険の特長 

（ D&Oマネジメント パッケージ（ 経営責任総合補償特約条項付帯  会社役員賠償責任保険））

１．本保険は、役員等が行った行為（不作為を含みます）に起因して、役員等に対して損害賠償請求がなさ
　　れたことにより役員等が被る「法律上の賠償責任」「争訟費用」に対して、保険金を支払います。また、
　  「言いがかり的な訴訟」にも対応いたします。

２．損害賠償請求が提起される「おそれの生じた状況」であっても弁護士に相談した場合の弁護士相談費用
　　等所定の損害賠償請求対応費用を補償いたします。

３．ハラスメント、不当解雇、過労死、過労自殺等の従業員の方とのトラブルにより、従業員から役員の皆
　　様個人に対して慰謝料請求等の訴訟が提起された場合にも対応いたします。身体の障害、精神的苦痛に 
　　ついての訴訟についても対応しており、争訟費用がお支払対象となります。

４．法人から役員等への賠償請求も補償いたします。

５．費用の補償が充実しており、不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に法人内調査を
　　行うために法人が負担する費用や、第三者委員会設置・活動費用などの各種費用を補償いたします。

引き続き安心して役員に就任いただく ために

【 個人被保険者】（＊1）

①加入社会福祉法人の役員（理事・監事）、執行役員、社外派遣役員および評議員

②重要な役割を担う職員（施設長や管理職従業員等）（＊２）

※上記の地位に基づいて遂行する記名法人の職務または業務に関する限りにおいて個人被保険者とする。
※個人被保険者が死亡した場合はその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合はその者と
　その破産管財人を同一の個人被保険者とします。

【 法人】（記名法人が被保険者となるのは、「（２）主な補償内容-Ⅱ.補償契約に関する補償」、「同-Ⅲ.法人に
　　　　関する補償」の法人費用、「同-Ⅳ.その他の補償」の緊急費用を負担したことによって被る損害に限り

　　　　ます。 記名法人に対してなされた損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。）

③記名法人（加入社会福祉法人）

（＊１）個人被保険者には初年度契約始期日以降に上記の地位を退任または退職した者およびこのご加入の保険期間中にこれらの地位に

   　　新たに就任した者を含みます。

（＊２）重要な役割を担う職員とは、理事会の決議によって重要な役割を担う職員として選任された方を指します（社会福祉法第 45 条 13）。

　　具体的な役職の規定は社会福祉法の中にはありませんので、各法人の実態に応じることとなります。

被保険者（ 補償の対象と なる方）

1 .  役員賠償責任保険
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（1）想定される事故事例と補償の概要

役員の日々の業務が、思わぬ損害賠償リスクにつながるおそれがあり ます。

役員賠償責任保険は、役員の損害賠償リスクを補償することで、

役員の健全な経営判断および貴法人の更なる発展をサポートします。

補償の概要

役員（ 理事・ 監事）・ 評議員・ 理事会で選任さ れた施設長第三者・ 従業員

不法行為等に基づく
損害賠償請求

貴法人

社会福祉法第45条の21

民 法 第 7 0 9 条

社 会 福 祉 法 第 3 8 条
社会福祉法第45条の16
社会福祉法第45条の20

民 法 第 4 1 5 条

： 役員等又は評議員の第三者
　 に対する損害賠償責任
： 不法行為責任等

： 社会福祉法人と 評議員等の関係
： 理事の職務及び権限等
： 役員等または評議員の社会福祉
　 法人に対する損害賠償責任
： 債務不履行責任等

貴法人の役員等の皆様（個人被保険者）が、その業務について行った行為（不作為を含みます）に起因して、保険期間中
に役員の皆様に損害賠償請求がなされたことによって被る損害や争訟費用等に対して、保険金をお支払いいたします。

債務不履行責任（善
管注意義務違反）等に
基づく損害賠償請求

◎
◎

や言いがかり訴訟まで第三者からの訴訟 法人からの訴訟

不適切な法人運営・ 管理

（法人からの損害賠償請求例）

定款上許されない株式投資信託を

購入し、値下がりにより損害を被っ

た。専務理事の善管注意義務違反

として、当該法人から訴えられた。

職員の不正

職員が不正に資金を流用し、法人に

損失が発生、債務の返済が不可能

となった。役員としての監視・監督を

怠ったとして、法人の債権者から損

害賠償請求訴訟が提起された。

賠償請求を受けた場合、役員等の皆様の個人の財産で賠償しなければなりません。
賠償金の支払債務は相続の対象となり、相続人であるご家族が負担しなければ
なりません。

パワハラ ・ セク ハラ

法人内でセクシャルハラスメントを受
けた女性職員から、法人が何ら再発
防止策を講じないためにセクシャル
ハラスメントを受け続け、精神的苦痛
を受けたとして、慰謝料につき、役員
が損害賠償を請求された。

職員の過労死・ 過労自殺

職員が過労死したのは、長時間労働
を理事らは容易に認識できたにもか
かわらず問題を放置したのが原因で
あり、理事は任務懈怠責任を負うとし
て、遺族から理事個人に対して、損
害賠償を請求された。

利用者と の関係

職員が興奮状態にあった入所者をうつぶせ
の状態で押さえつけたところ、死亡してしまっ
た場合において、入所者を制止する方法に
ついての指導やマニュアル整備を怠った過
失があるとして、遺族から役員個人に対し
て、損害賠償請求を請求された。
（身体障害についての損害賠償請求は、争
訟費用のみお支払対象となります。）

近隣住民と の関係

施設からの騒音が我慢の限度を超えた違法
なものであり、防音壁の設置を求めたがかな
わず、騒音で精神疾患になり入院したなどと
して、施設の近くの住民から施設を運営する
社会福祉法人の役員個人に対して、損害賠
償を請求された。
（精神的苦痛についての損害賠償請求は、
争訟費用のみお支払対象となります。）

想定さ れる 事故事例想定さ れる 事故事例

社会福祉法人の役員の業務遂行に関する賠償リスクを補償します。
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（２）主な補償内容 

Ⅰ 役員（個人被保険者）に関する補償 

Ⅱ に関する補償 

【特徴①】 費用の補償が充実︕【 特徴①】 費用の補償が充実！

補償項目
（お支払いする保険金）

補償の概要
（保険期間中に「対象事由（下線部）」が発生した場合に限り、

保険金をお支払いします。）

想定している手続き
保険期間中
支払限度額

免責
金額

民
事

行
政

刑
事

Ⅰ

法律上の損害
賠償金 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

5000万円、
1億円、3億円
のいずれか。

なし

争訟費用

損害賠償請求
対応費用

なし

公的調査等
対応費用

刑事手続対応
費用

財産または地位の
保全手続等対応
費用

信頼回復広告
費用 500万円

Ⅰ「役員に関す
る補償」と同額
（共有）

保険期間中
支払限度額刑

事
行
政

民
事

想定している手続き

免責金額補償項目
補償の概要

Ⅱ
補
償
契
約
に
関
す
る
補
償

役
員
に
関
す
る
補
償

補償契約 Ⅰ「役員に関する補償」
と同じ

個人被保険者が行った行為（不作為を含みます。）に起因して、個人被保
険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、個人被保険者が負担す
る法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。

個人被保険者が行った行為（不作為を含みます。）に起因して、個人被保険
者に対して損害賠償請求がなされたことに関する争訟（訴訟、仲裁、調停ま
たは和解等をいいます。）によって生じた費用（個人被保険者または法人の
従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。）で、引受保険会社が必要、
有益かつ妥当と認めたものであって、引受保険会社の事前の書面による同意
を得て個人被保険者が負担したものに限ります。

個人被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況（ただし、
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。）が発
生した場合または損害賠償請求がなされた場合に、個人被保険者がその状
況または損害賠償請求に対応するために負担した費用をいいます。

公的機関からの要請に基づき法人が法人内調査を開始した場合または法
人に対して公的調査が開始された場合に、 個人被保険者がその法人内調
査または公的調査に対応するために負担した費用をいいます。

日本国外において、個人被保険者に対して刑事手続が開始された場合に、
個人被保険者がその刑事手続に対応するために負担した費用をいい、個人
被保険者が保釈条件に違反したときに刑事手続を管轄する裁判所が要
求する金額に関し、 その支払を保証するために発行する保釈保証書その他
の金融商品にかかる保証料または手数料（保証金その他の担保は除きま
す。）を含みます。

日本国外において、 個人被保険者に対して財産または地位の保全手続等
が開始された場合に、 その手続等がなされることを防ぐために個人被保険者
が負担した費用をいい、 個人被保険者がその手続等に関して確認判決また
は差止命令を請求する法的手続を行うために負担した費用を含みます。

個人被保険者に対して損害賠償請求または刑事手続がなされた場合であっ
て、 その損害賠償請求または刑事手続についての最終的な司法判断におい
て個人被保険者に責任がないと認定されたときに、 個人被保険者の評価ま
たは評判への影響を最小化する目的で、個人被保険者に責任がないと認定
されたことを周知させるために個人被保険者が負担した費用をいいます。

役員が被る損害について、法人が、法律、契約または定款等の規
定に基づいて適法に、個人被保険者に対して補償を行ったことに
より、法人が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

（保険期間中にⅠ「役員に関する補償」に規定する対象事由が発生した
 場合に限り、保険金をお支払いします。）

※身体障害・
財物損壊等
争 訟 費 用 に
起 因 す る 損
害については、
上記の10％

保険期間中
総支払限度
額または1億
円のいずれか
低い額

Ⅰ 「役員
に 関 す る
補 償」 と
同 額
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Ⅲ 法人に関する補償 

Ⅳ その他の補償 

 
 

500万円 なし

保険期間中
支払限度額 免責金額補償の概要

緊 急 費 用

保険期間延長（ランオフカバー）の特則

全役員向け補償

社外役員向け
上乗せ補償

社外役員右記以外の役員

法人外役員向け

法人外役員

【特徴③】社外役員も手厚くお守りします︕【 特徴②】法人外役員も 手厚く お守り し ます！

④【 特徴③】ご家族（ 相続人）も 手厚く お守りします！

【特徴【 特徴④】役員退任後の補償も 安心！

次の条件をすべて満たす場合において、役員に関する補償（ Ⅰに定めるもの）・ 補償契約に関する補償（ Ⅱに定めるも
の）・ 法人に関する補償（ Ⅲに定めるもの）について、引受保険会社の事前の書面による同意を得ずに法人や役員が負
担し た費用をいいます。
①被保険者が緊急性が高いと 合理的に判断する状況において、被保険者がこれらの費用を負担し たこと 。
②これらの費用を最初に負担し た日から起算し て３０日以内に引受保険会社の同意を求めたこと 。
③これらの費用が必要、有益かつ妥当なものであったとし て、引受保険会社が事後的に同意すること。

法人外役員（ 非業務執行理事等）について、法人外役員ごと に１ 億円の追加支払

限度額を提供し ます（ ただし 、保険期間中すべての法人外役員に対し て支払う 保

険金の額を合計し て5 億円を限度とします。）。

⇒法人外役員の招聘に際して、ご安心いただけるよう十分な支払限度額を設定いただくこ
とも重要ですので、右図の「全役員向け補償」部分（基本の支払限度額）の支払限度
額の増額もご検討ください。

役員の相続人について、債務を相続し た際にそなえ、役員の相続人ごとに１ 億円の追加支払限度額を提供します（ ただし 、保険期間中

すべての役員の相続人に対し て支払う 保険金の額を合計し て３ 億円を限度とします。）。

この保険契約が更新されず、かつ、その全部または一部について同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約が締結されない場合は、

①保険期間末日から9 0 日間の延長期間が適用されます。

②退任役員（ 初年度契約の保険期間初日以降にこの保険契約の保険期間の末日以前退任し た役員であって、その後いかなる法人にお

いても役員 とし ての地位に就いていない者）については、保険期間末日から1 0 年間の延長期間が適用されます。

　 ただし 、いずれも保険期間の末日までに行われた行為に起因する損害に限ります。
（ ※）法人の第三者との合併、法人の第三者への全資産の譲渡または第三者によって法人の議決権の過半数の取得によって役員としての地位を退任した場合等には適用されません。

被保険者に対してお支払いする保険金の額は、補償項目ごとに、以下により算出された金額を1記名法人ごと（個人被保険者に対してお
支払いする保険金の額は補償項目ごとかつ個人被保険者ごと）にお支払いします。
ただし、すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額を合算して、ご契約された保険期間中総支払限度額が限度となります（＊）。
補償項目ごとに設定される保険期間中支払限度額は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。

（＊）法人外役員または役員の相続人に対して、お支払いする保険金を除きます。

保険金の額 ＝ 被保険者が被った損害の合計額

（３）その他の特徴

（４）保険金のお支払い方法

（＊1）記名法人が被保険者となるのは、上表のとおり法人費用を負担したことによって被る損害に限ります。記名法人に対してなされた損害賠償請求に起因する
　　　　  損害は、補償対象外です。
（＊2）上表の「保険期間中支払限度額」は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。
※法人に関する補償は、上記以外にも提訴請求対応費用、訴訟告知受理に関する公告・通知費用、会社補助参加調査費用、会社補助参加費用、文書提出
　 命令対応費用、役員に対する責任免除に関する公告・通知費用を補償します。

役員の相続人向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）

保険期間延長（ ランオフカバー）の特則

法人外役員向け上乗せ補償（ 追加支払限度額）

緊 急 費 用

補償項目
（お支払いする保険金）

補償の概要 保険期間中
支払限度額 免責金額

法人内調査費用 1,000万円

なし

第三者委員会設置･
活動費用 5,000万円

Ⅲ

（＊1）

（＊2）
（保険期間中に「対象事由（下線部）」が発生した場合に限り、

保険金をお支払いします。）

法人において、不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、その不祥事に関して行
う法人内調査（＊）を開始した場合に、法人内調査を行うために法人が負担した費用（法人に雇
用されている者に対して定期的に支払う給与、提訴請求対応費用、危機管理コンサルティング費用
等を除きます。）をいいます。

（＊）この保険契約の保険期間の末日の翌日以降180日が経過するまでの期間に、公的機関に
対する文書による届出もしくは報告または新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットもしくはこ
れらに準じる媒体による発表または報道により、その調査を行ったことを公表したものに限ります。

法人が第三者委員会を設置した場合に、第三者委員会の活動、調査または報酬のために、法人が
負担した費用（法人に雇用されている者に対して定期的に支払う給与、監督官庁による定期的な
検査への対応費用や調査費用等を除きます。）をいいます。

法
人
に
関
す
る
補
償

法
人
費
用
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（５）

☆期の途中から も ご加入が可能です。 下記保険料の月割計算と なり ます。

 

 

（６）

☆期の途中からもご加入が可能です（保険料は月割計算）。

 
 

年 間 保 険 料 （ 単 位 ： 円 ）

※保険料は直近の決算年度における総資産額の範囲別に定額保険料を設定します。（ 範囲内の額は、下限を「 以上」、上限を「 未満」とします。）

205,200
（10,260）

172,900
（8,650）

147,620
（7,380）

132,090
（6,600）

126,540
（6,330）

122,270
（6,110）

３億円Ｃ

121,380
（6,070）

100,280
（5,010）

91,560
（4,580）

83,600
（4,180）

82,080
（4,100）

79,570
（3,980）

１億円Ｂ

80,920
（4,050）

72,830
（3,640）

66,000
（3,300）

61,140
（3,060）

60,600
（3,030）

56,200
（2,810）

５０００万円Ａ

⑥１００～２００億円⑤５０～１００億円④２０～５０億円③１０～２０億円②３～１０億円①０～３億円

総 資 産 区 分支 払 限 度 額 総資産額区分別保険料保険期間中
総支払限度額

補償
パターン

５千万円・1億円・3億円の3パターンからご選択いただきます。
（免責金額はありません）

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会

契約者

加 入 手 続 き

１． 添付の水色の「加入依頼書」、「ご質問書 兼 告知事項申告書」に必要事項を記入・押印ください。

２ ． 上記１の書類に加え、直近の 総資産額の分かる 決算資料（ 貸借対照表等） を 添え て、 下記記載の

　 　 取扱代理店までご送付ください。

＜ ご 送 付 先 ＞ 有限会社東京福祉企画　 Tel ：０ ３ ‐３ ２ ６ ８ ‐０ ９ １ ０ Fax ：０ ３ ‐３ ２ ６ ８ ‐８ ８ ３ ２

〒 1 62 ‐0 8 2 5  東 京 都 新宿 区 神楽 坂１－ ２ 研究社 英語 セ ンタ ー ビル ３階

３ ． 保険料は下記の口座まで募集締切日ま で にお振込みください。

加 入 手 続 き

（貸借対照表上の資産の部　合計額）

（＊1）

※この保険契約は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会を保険契約者とし、その会員法人を記名法人とす
　る役員賠償責任保険（D&O マネジメントパッケージ（経営責任総合補償特約条項付帯会社役員賠償責任
　保険））の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は保険契約者が有します。

下表より保険料をご確認ください。各タイプともに免責金額は０円です。
なお、「直近の決算年度の総資産額が２００億円以上」、「社会福祉法人以外の法人形態」、「3億円以上の支払限度額をご希望」の場合は、
個別に年間保険料をお見積もりさせていただきますので、別途、取扱代理店までお問い合わせください。

（＊1）法人外役員の方（非業務執行理事等）には、１人あたり１億円の支払限度額が上乗せされます（全ての法人外役員の上乗せ合計額は５億円が限度）。

　　　　役員の相続人には、１人あたり１億円の支払限度額が上乗せされます（全ての役員の相続人の上乗せ合計額は３億円が限度）。

        例として、補償パターンＢにご加入の場合、法人外役員の方は１億円の上乗せ補償により２億円が限度となります（ただし、全ての法人外役員の上乗せ合計

　　   額は５億円が限度）。

（　）内の金額について

役員個人への給与課税を回避するために、役員の方からの法人に対する賠償部分の保険料を区分して明記し、当該部分保険料を役員の方個人に負担いただく

ことが出来るようにしております。

役員に当該保険料分の利益（給与所得）があったとされ、保険料の金額分に給与課税がなされる可能性に配慮した対応ですが、最終的な保険料負担可否の判断

を確認したい場合は税理士もしくは弁護士の方にご相談ください。

なお、この部分も含めて法人が保険料負担した場合であっても、保険契約自体は有効です。

保険期間中
総支払限度額
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（７）保険金をお支払いしない主な場合

こ の保険では、 次の事由による損害に対し ては、 保険金を お支払いでき ません。

※こ こ では主な場合のみを記載し ており ます。 詳細は、 保険約款でご確認く ださ い。

●次の事由は、 個人被保険者ごと に個別に適用さ れます。   

　 ・ 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこ と に起因する対象事由

　 ・ 被保険者の犯罪行為（ 刑を科せら れるべき違法な行為をいい、 時効の完成等によっ て刑を科せら れなかっ た行為を含みます。 ）

　 　 に起因する対象事由

・ 法令に違反するこ と を被保険者が認識し ながら（ 認識し ていたと 判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 ） 行っ た行為

　 　 に起因する対象事由

　 ・ こ の保険契約の保険期間の初日において、 被保険者が対象事由が発生するおそれのある状況（ ただし 、 対象事由が発生するこ

　 　 と が合理的に予想さ れる状況に限り ます。 ） を知っ ていた（ 知っ ていたと 判断でき る合理的な理由がある場合を含みます。 ）

　 　 場合に、 その状況の原因と なる行為に起因する一連の対象事由

●次の事由は、 すべての被保険者に適用さ れます。

・ 保険証券記載の遡及日より 前に行われた行為に起因する一連の対象事由

・ 初年度契約の保険期間の初日より 前に記名法人に対し て提起さ れていた訴訟およびこ れら の訴訟の中で申し 立てら れた事実ま

　 たはその事実に関連する他の事実に起因する一連の対象事由

・ こ の保険契約の保険期間の初日より 前に発生し ていた対象事由の中で疑われていた、 または申し 立てら れていた行為に起因する

　 一連の対象事由

  ・ 戦争、 内乱、 変乱、 暴動、 騒じ ょ う その他の事変に起因する対象事由

  ・ 汚染物質の流出、 核物質の危険性、 石綿（ アスベスト ） の有害な特性等に起因する対象事由

  ・ 身体障害、 精神的苦痛、 財物損壊等、 人格権侵害についての損害賠償請求（ ＊１ ） （ ＊２ ） （ ＊３ ）

（ ＊１ ） 個人被保険者が身体障害・ 財物損壊等争訟費用を負担するこ と によっ て被る損害（ 個人被保険者本人の直接の行為により 発生し た

  　 　 　 損害を除きます。 ） については補償対象です。

（ ＊２ ） 個人被保険者に対し て雇用関連損害賠償請求がなさ れたこ と によっ て被る損害（ 法律上の損害賠償金・ 争訟費用に限り ます。 ） に

 　  　 　 ついては補償対象と なり ます。 ただし 、 侵害行為のう ちセク ハラ、 パワハラ等の行為を行っ た個人被保険者本人に対し てなさ れた

 　  　 　 雇用関連損害賠償請求に起因する損害は、 補償対象外です。

（ ＊３ ） 法人内調査費用または第三者委員会設置・ 活動費用による損害は補償対象です。

・ 被保険者が以下のいずれかの米国の法令に違反し たと 主張する申立てに基づき発生し た対象事由

①米国従業員退職所得保障法（ ERISA法）

②米国組織犯罪規制法（ RIC O法）

③米国証券取引所法

・ 米国の法令に基づき、 個人被保険者に対し て、 記名法人も し く は他の個人被保険者から なさ れた損害賠償請求（ ＊４ ) ( ＊５ ）

・ 次の損害

　 ①税金、 罰金、 科料、 過料、 課徴金

　 ②法令上保険適用が認めら れない損害

　 ③汚染浄化費用またはこ れによる損害

・ 保険金の支払いを行う こ と により 引受保険会社が制裁、 禁止または制限を受けるおそれがある場合

・ 個人被保険者に対し てなさ れた次の損害賠償請求

　 個人被保険者である役員の配偶者、 六親等内の血族または三親等内の姻族から なさ れた損害賠償請求　 　 　 　 　

（ ＊４ ） 米国以外で発生し た損害については、 他の個人被保険者から なさ れた損害賠償請求は補償対象です。

            なお、 米国で発生し た損害についても 、 分担割合の争訟費用、 株主代表訴訟に関し ては補償対象です（ 免責と し ま せん。 ） 。

（ ＊５ ） 米国以外で発生し た損害については、 記名法人から 個人被保険者に対し てなさ れた損害賠償請求(訴訟） は補償対象です。 　 　 　 　

等

＜ 重大事由によ る 解除について＞

以下に該当する事由がある場合には、 引受保険会社はご加入を解除するこ と ができます。 こ の場合には、 全部または一部の保険金

をお支払いできないこ と があり ますので、 ご注意く ださ い。

・ ご契約者、 被保険者等が引受保険会社にこ の保険契約に基づく 保険金を支払わせるこ と を目的と し て損害等を生じ さ せた場合

・ ご契約者、 被保険者等が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると 認めら れた場合

・ こ の保険契約に基づく 保険金の請求に関し 、 被保険者等に詐欺の行為があっ た場合　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  等
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引受保険会社 引受割合

東京海上日動火災保険㈱（幹事保険会社） 81.0％

三井住友海上火災保険㈱ 14.0％

損害保険ジャパン㈱   5.0％

すみやかにご加入の代理店または引受

ご 注 意 事 項

対象事由が生じた場合は、遅滞なく、被保険者が最初にその対象事由を知った時の状況、対象事由の内容およびその対象事由の原因となる事実および

行為に関する情報、他の保険契約等の有無および内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。

このご案内は、役員賠償責任保険（D&Oマネジメントパッケージ（経営責任総合補償特約条項付帯  会社役員賠償責任保険））の概要をご紹介したもの

です。ご加入に際しては、必ず保険約款をご確認ください。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております保険約款によ

りますが、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

<保険会社破綻時の取扱い>

引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」（破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人（＊））

またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80％（破綻

保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100％）まで補償されます。
（※）保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもの

のうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。

（＊）外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。

 <補償の重複に関するご注意>

補償内容が同様の保険契約（特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複する
と、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内

容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。

対象事由が発生するおそれのある状況（ただし、対象事由が発生することが合理的に予想される状況に限ります。）を知った場合は、遅滞なく、その状

況および原因となる事実・行為について、発生日および関係者等その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。

ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。

保険金請求権には、時効（3年）がありますのでご注意ください。



令和 7 年６月１２日 

 

 

令和７年度第１回評議員会の招集事項の決定 

 

 

 

１．日   時   令和７年 6月 27 日（金）午後 2 時～4 時 

 

 

２．会   場   北沢区民会館別館（梅丘パークホール） 

世田谷区松原 6-4-1 

 

 

３．決 議 事 項 

議案第１号 令和６年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

〇主な審議内容 

令和６年度の計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承

認について審議する。 

議案第 2号 令和７年度補正予算（第一次） 

      〇主な審議内容 

       サブスク契約のパソコン経費を計上している勘定科目を変更するため

補正を行う。 

議案第 3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会役員の選定 

      〇主な審議内容 

       次期役員の選任を行う。 

 

 

議案第８号 





 
 
 
 
 
 
 
 

報 告 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



令和 7 年 6 月 12 日 

総 務 課 

 

社会福祉法第 55 条の２の規定に基づく社会福祉充実残額の算定について 

 

１． 社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定の趣旨 

平成２８年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第

２１号）による改正後の社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。） においては、平成２９年４月１日以降、法人は、毎会計年度、貸借対照表の

資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が事業継続に

必要な財産額（以下「控除対象財産」という。）を上回るかどうかを算定しなけれ

ばならないとされている。 

また、これを上回る財産額（以下「社会福祉充実残額」という。）がある場合に

は、社会福祉充実残額を財源として、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充

実又は新規事業の実施に関する計画（以下「社会福祉充実計画」という。）を策定

し、これに基づく事業（以下「社会福祉充実事業」という。）を実施しなければな

らない。 

 

参考；社会福祉充実計画の策定の流れ 

社会福祉充実計画は、原則として、次の流れに沿って策定する。 

     

（雇児発 0124 第 1 号 社援発 0124 第 1 号 老発 0124 第 1 号 平成 29 年 1 月 24 日） 

報 告 事項 １ 



２． 社会福祉充実残額の算定結果 

当法人の令和6年度社会福祉充実残額の算定結果は、△616,380,000円となり、

社会福祉充実残額が 0 円以下であるので、社会福祉充実計画の策定は不要とな

る。 

今後の手続きとしては、法第 59 条の第 2 号の「財産目録等」として所轄庁に

届け出する。当算定結果は、他の計算書類とともに、（独）福祉医療機構の財務

諸表等電子開示システムで公開される。 

 

 

【社会福祉充実残額の算定】 

   

【① 利用可能な財産】 

          1,277,807,942 円 

      資産   1,814,375,961 円 

      －負債   480,159,579 円 

      －基本金   56,408,440 円 

      －国庫補助金等特別積立金 

                    0 円 

 

     【社会福祉充実残額】 

        △616,380,000 円(1 万円未満切り捨て) 

       ＝①―（②+⑤） 

 

   

【控除対象財産】 

②社会福祉法に基づく事業

に活用している不動産等 

   328,999,250 円 

③再取得に必要な財産 

        0 円 

④必要な運転資金 

        0 円 

⑤計画の特例※ 

   1,565,193,407 円 

※特例として、③+④の合計額
が年間事業活動支出を下回る

場合は、②+年間事業活動支出

を控除対象財産とすることが
できる。 

ー 



令和７年６月１２日 

総 務 課 

 

 

会長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第

21 条第 5 項の規定に基づき、会長及び常務理事の職務執行状況を報告す

る。  
 報告する内容は、本会会長の専決事項に関する規程（以下「規程」という。）

第 2 条に定める「会長専決対象事項」を、規程第 3 条「決定権の委任」に基づき、

本会規程細則（以下「細則」という。）第 2 条「当該決定の重大性に応じて別表

に定める決定権受任者」のうち、会長及び常務理事が決定権受任者である事項に

ついて報告する。  
 

１．内容及び詳細 

別紙のとおり 

 

報告事項２ 



１．会長の職務執行状況 対象期間︓令和6年10月1日〜令和7年3月31日

(1)協議会運営に係る基本的な方針及び計画、企画、広報に関すること
■事業計画及び事業実績に関すること
・事業計画及び事業報告を作成し理事会に提案した

件名等 日時等 備考
令和7年度事業計画（案）の作成 3月3日 経営係

■住民活動計画に関すること
・計画を策定及び変更し理事会に提案した

件名等 日時等 備考
第4次世田谷区地域福祉活動計画（案）の策定 2月3日 連携推進係

(2)理事会・評議員会の議案の提出に関すること
■理事会、評議員会に提出する議案等に関すること
・理事会に付議又は報告すべき案件等について決定した
・評議員会に付議すべき案件について理事会に提案した

件名等 日時等 備考
第2回理事会の開催 10月7日 総務係
第2回評議員会の開催 10月21日 総務係
役員・評議員・地域福祉推進員・評議員選任解任委員候補者の推薦 10月24日 総務係
評議員選任解任委員会の開催 11月11日 総務係
第3回理事会の開催 1月30日 総務係
第3回評議員会の開催 2月18日 総務係
評議員の辞任届の受理 3月1日 総務係
第3回理事会議事録の作成 3月31日 総務係

(4)予算編成及び決算調整に関すること
■予算、決算及び会計に関すること
・予算及び決算の原案を作成した
・予算編成の基本方針を策定した

件名等 日時等 備考
9月度会計報告 10月24日 経営係
10月度会計報告 11月29日 経営係
11月度会計報告 12月27日 経営係
12月度会計報告 1月28日 経営係

※項番は細則第2条別表に準じ、決定事項がない項目は除した



1月度会計報告 2月28日 経営係
2月度会計報告 3月27日 経営係

(11)職員の人事、日常の労務管理、福利厚生に関すること
■人事に関すること
・人事管理計画を策定した
・課長及びこれに準ずる職員以上にあたる者（(以下「幹部職員」）を任免した
・幹部職員の配置を行った
・幹部職員の事務の取扱者又は代理者を命じた
・職員の休職及び懲戒を決定すること
・職員を解雇した
・昇任選考の実施を行った

件名等 日時等 備考
10月8日 経営係
10月25日 経営係
11月15日 経営係
12月2日 経営係
12月13日 経営係
12月17日 経営係
12月23日 経営係
1月24日 経営係
2月3日 経営係
2月18日 経営係
3月3日 経営係
3月6日 経営係

課長職・係長職・主任職昇任選考（口頭試問）の実施 10月10日 経営係
病気休職の更新発令 11月29日 経営係

1月31日 経営係
課長職・係長職・主任職昇任選考の結果 12月13日 経営係

■職員の服務に関すること
・常務理事の出張を命じた

・兼業の許可を決定した
件名等 日時等 備考

職員の副業・兼業許可申請 1月30日 経営係

・育児休業、介護休業、介護休暇、病気休暇、病気休職、職務専念義務の免除、
 その他、常務理事の処遇を決定した

職員の退職



(12)官公庁に対する軽易な許認可申請、届出、申告、登記並びに減免申請に関すること
■官公庁に対する軽易な許認可申請、届出、申告、登記並びに減免申請に関すること
・官公庁に対する軽易な許認可申請及び届出並びに減免申請を行った

件名等 日時等 備考
公園施設等設置許可申請書（更新）及び使用料等減免申請書の提出 11月25日 総務係
法人指導監査結果通知書による指示事項の改善状況報告 12月3日 総務係
時間外労働休日労働に関する協定届 12月16日 経営係
税額控除に係る証明申請 12月18日 総務係
教育財産使用許可（更新）申請 1月6日 調整係
行政財産使用許可（更新）申請 1月17日 日常生活支援係
世田谷区福祉喫茶運用物品の貸付申請 2月12日 日常生活支援係
行政財産使用許可申請及び物品貸付申請 2月18日 日常生活支援係
行政財産使用許可申請及び使用料免除申請 3月6日 調整係
行政財産使用許可（更新）申請 3月27日 日常生活支援係

(21)上記以外の報告及び他団体の役員を推薦すること
■民生委員協議会等他団体の役員を推薦すること
・役員の推薦を決定した

件名等 日時等 備考
人権擁護委員候補者の推薦 10月17日 総務係

(22)受贈の承認、寄附に関すること
■寄付金の受領の決定に関すること
・100万円以上の寄付金を受領した

件名等 日時等 備考
12月26日 総務係
1月28日 総務係

(24)契約の締結に関すること
■契約の締結等に関すること
・1件の予定価格が、5,000万円以上の契約を締結すること

件名等 日時等 備考
世田谷区成年後見制度利用支援事業運営委託 3月24日 経営係
世田谷区成年後見制度利用支援事業運営委託（業務委託変更契約書） 3月27日 経営係

寄付金の受領



■上記以外の契約書等に関すること

件名等 日時等 備考
口座の解約 1月20日 経営係

２．常務理事の職務執行状況 対象期間︓令和6年10月1日〜令和7年3月31日

(3)規程、規則等の制定・改廃に関すること
■規程・要綱等に関すること
・要綱等の制定又は改廃を行うこと

件名等 日時等 備考
区民成年後見人活動実施要領（R6.10.1施行） 10月1日 成年後見センター
会長の専決事項に関する規程細則(R6.11.7施行） 11月6日 経営係
契約事務実施細則(R6.11.7施行） 11月6日 経営係
地域福祉推進大会企画委員会設置要綱(R7.3.1施行) 2月27日 連携推進係
職員の名札着用に関する規則(R7.4.1施行) 3月13日 経営係
ふれあい・いきいきサロン事業支援要綱（R7.4.1施行） 3月13日 調整係
ふれあい・いきいきサロン事業支援要綱細則（R7.4.1施行） 3月13日 調整係
あんしん事業実施要綱（R7.4.1施行） 3月31日 成年後見センター
生活支援員執務規程実施細則（R7.4.1施行） 3月31日 成年後見センター
区民成年後見業務支援員執務規程実施細則(R7.4.1施行) 3月31日 成年後見センター

(10)苦情処理及び要望を処理すること・第三者委員の選任に関すること
■苦情処理及び要望を処理すること・第三者委員の選任に関すること
・苦情解決責任者として苦情の解決及び要望を処理すること

件名等 日時等 備考
苦情申立の処理 10月22日 総務係

12月17日 総務係
12月18日 総務係

(11)職員の人事、日常の労務管理、福利厚生に関すること
■職員の服務に関すること
・局長の出張を命じた

※項番は細則第2条別表に準じ、決定事項がない項目は除した

・特に重要な契約書、協定書、覚書その他これに類する文書（以下「契約書等」）を
 取り交わした

・育児休業、介護休業、介護休暇、病気休暇、病気休職、職務専念義務の免除、
 その他、局長の処遇を決定した



件名等 日時等 備考
事務局長の出張及び休暇処理 その都度

(22)受贈の承認、寄附に関すること
■寄付金の受領の決定に関すること
・10万円以上100万円未満の寄付金を受領した

件名等 日時等 備考
10月31日 調整係
11月1日 総務係
11月7日 総務係
11月13日 総務係
11月29日 調整係
12月10日 総務係
12月20日 総務係
12月20日 調整係
12月23日 総務係
1月28日 烏山地域
1月31日 調整係
2月10日 総務係
2月26日 北沢地域
2月28日 調整係
3月10日 調整係
3月14日 調整係
3月31日 総務係
3月31日 調整係

寄付金の受領

 その他、局長の処遇を決定した



参 考 

 

〇定款 第 21 条第 5 項（理事の職務及び権限） 

会長及び常務理事は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己

の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

〇規程 第 2 条（会長専決対象事項） 

会長の専決する事項は、次の事項とする（ただし、法人運営に重大な影響

があるものを除く）。 

（１）協議会運営に係る基本的な方針及び計画、企画、広報に関すること。 

（２）理事会・評議員会の議案の提出に関すること。（法令及び定款に定める議

案権者が議案を提出する場合を除く） 

（３）規程、規則等の制定・改廃に関すること。（法令及び定款で理事会・評議

員会が決議すると定めた場合を除く） 

（４）予算編成及び決算調整に関すること。 

（５）予算の流用、予備費の計上及び使用。 

（６）短期資金の借入及び返済に係る契約で借入限度額の範囲内のもの。 

（７）住民及び団体等の表彰に関すること。 

（８）債権に関すること。（免除・効力の変更に関することを含む） 

（９）法人の組織及び権限に関すること。 

（10）苦情処理及び要望を処理すること・第三者委員の選任。 

（11）職員の人事、日常の労務管理、福利厚生に関すること。 

（12）官公庁に対する軽易な許認可申請、届出、申告、登記並びに減免申請に関

すること。 

（13）職員の研修に関すること。 

（14）諸証明に関すること。 

（15）基本財産以外の資産管理に関すること。（固定資産の取得及び改良等のた

めの支出並びにこれらの処分を含む） 

（16）会員会費に関すること。 

（17）文書の管理に関すること。 

（18）情報公開に関すること。 

（19）個人情報保護に関すること。 

（20）後援名義又は協賛名義に関すること。 

（21）上記以外の報告及び他団体の役員を推薦すること。 

（22）受贈の承認、寄附に関すること。 

（23）上記以外の収入に関すること。 

（24）契約の締結に関すること。 

（25）緊急を要する物品の購入。（災害・故障・保守管理関係に限定） 

（26）評議員会で承認された予算の範囲内の支出。 

 



〇規程 第 3 条 

会長は別に定めるところにより、第 2 条に規定する会長専決対象事項に関す

る決定権を委任することができる。  
 
〇細則  第 2 条（決定権の受任者）  

決定権受任者は、当該決定の重大性に応じ、別表に定めるとおり常務理事、

事務局長、課長若しくは地域事務所長等とする。  
 

 別表：別紙のとおり 



















令和７年６月１２日 

総 務 課 

 

 

予算の流用について 

 

 

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会経理規程第１９条に基づき、予算の流

用を行ったため、その内容を報告する。  

報告事項３ 







報 告 事 項 ４ 

令和 7 年 6 月 12 日 

   総 務 課 

 

 

令和 6 年度債権の免除について 

 

経理規程第 37 条（債権の免除等）に基づき、応急貸付金等の本会の債権について下記の通

り免除を決定したので報告する。 

 

記 

 

1.免除件数      5 件 

2.免除金額   540,099 円 

3.免除内訳 

単位（円） 

 

債権内容 免除対象額 免除の事由 

(1)応急貸付金 9,000 

所在不明 

（緊急援護金運営規程応急貸付金 

運営細則第 10 条 2項） 

(2)権利擁護事業利用料等 4,000 

死亡 

（権利擁護事業(あんしん事業)  

債務管理実施細則第 8 条 2 項） 

(3)権利擁護事業利用料等 5,099 

死亡 

（権利擁護事業(あんしん事業)  

債務管理実施細則第 8 条 2 項） 

(4)法人後見監督報酬 144,000 

死亡 

（法人後見報酬及び後見監督報酬等に係る 

管理要綱第 8条 1 項(1)） 

(5)法人後見監督報酬 378,000 

死亡 

（法人後見報酬及び後見監督報酬等に係る 

管理要綱第 8条 1 項(1)） 

計 540,099  

 

 4.その他 

  裏面 各事業の根拠規定参照 

 

 

 

 



【各事業の根拠規定】 

①応急貸付金 

・緊急援護金運営規程（一部抜粋） 

（応急貸付金の償還） 

第 8 条  

 3 会長は、借受人の死亡、その他やむを得ない事情により償還することができなくなった

と認められる場合には、償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。 

 

・緊急援護金運営規程応急貸付金運営細則（一部抜粋） 

（申請による償還免除） 

第 9 条 規程第 8 条第 3 項に規定するやむを得ない事情とは、次の各号のいずれかに該当する

ものをいう。 

（2）借受人が償還期限到来後 2 年以上所在不明となっていて、保証人から未償還金額を償還

させることが困難であると認められるとき。 

 

・緊急援護金運営規程応急貸付金運営細則（一部抜粋） 

（職権免除） 

第 10 条 前条にかかわらず、第 9 条第 1 項に該当するとき、会長は、職権免除をすることが

できる。 

 2 第 9 条第 1 項に該当しているとき、地域社協課長は応急貸付金職権免除意見書（第 11号

様式）を会長に提出する。 

 

②権利擁護事業(あんしん事業)利用料等 

・権利擁護事業(あんしん事業) 債務管理実施細則（一部抜粋） 

（申請による支払免除） 

第 7 条 会長は、次の各号に該当するとき、支払いを免除することができる。 

（1）利用者等が死亡した場合で、相続人から債権を回収することが困難であると認められる

とき。 

 

・権利擁護事業(あんしん事業) 債務管理実施細則（一部抜粋） 

（職権支払免除） 

第 8 条 前条にかかわらず、第 7 条第 1 項に該当するとき、会長は、職権で支払いを免除する

ことができる。 

 2 第 7 条第 1 項に該当するとき、権利擁護支援課長は、権利擁護事業（あんしん事業）利

用料等支払い免除意見書（様式第 4 号）を会長に提出する。 

 

③法人後見監督報酬 

・法人後見報酬及び後見監督報酬等に係る債権管理要綱 

（申請による支払免除） 

第 7 条 会長は、次の各号に該当するとき、相続人の申請を受け、支払いを免除することがで

きる。 

（1）相続人に支払い能力がないと認められるとき。 

 

・法人後見報酬及び後見監督報酬等に係る債権管理要綱 

（職権支払免除） 

第 8 条 前条にかかわらず、第 7 条第 1 項に該当するとき、会長は、職権で支払いを免除する

ことができる。 

（1）相続人がいないとき。 



令和７年６月１２日 

総 務 課 

 

 

 

令和６年度世田谷区社会福祉協議会会員会費の実績について 

 

 
令和６年度の会員会費募集の実績について、別紙のとおり報告する。 
 

 
 

報 告 事項 ５ 



令和６年度会員会費の実績について（令和７年３月３１日現在）

会費額（円） 会員数（名） 会費額（円） 会員数（名）
池尻 509,400 74 △ 65,000 △ 2
太子堂 281,100 94 △ 145,200 15
若林 620,140 328 104,040 53
上町 456,300 66 42,300 29
経堂 2,460,850 4,180 72,234 141
野沢 584,000 536 △ 70,030 △ 80
下馬 1,033,931 1,110 158,046 170
上馬 996,700 345 △ 769,254 △ 140
事務局 5,000 1 0 0
計 6,947,421 6,734 △ 672,864 186
梅丘 1,401,990 1,984 24,780 46
代沢 1,126,928 1,714 △ 29,216 △ 82
新代田 567,800 33 39,000 11
北沢 792,000 884 48,400 2
松原 888,700 344 91,314 6
松沢 1,296,500 479 △ 8,700 △ 26
事務局 28,000 7 23,000 6
計 6,101,918 5,445 188,578 △ 37
奥沢 1,069,700 290 △ 11,400 12
九品仏 991,450 399 34,550 11
等々力 1,692,566 2,648 △ 47,504 △ 72
上野毛 787,086 3,470 121,086 3,388
用賀 969,800 183 △ 18,200 4
二子玉川 455,400 138 △ 54,900 0
深沢 2,138,210 741 △ 158,080 △ 497
事務局 10,000 2 0 0
計 8,114,212 7,871 △ 134,448 2,846
祖師谷 845,700 474 △ 130,515 62
成城 1,025,721 2,344 3,220 △ 526
船橋 1,280,030 1,486 △ 74,120 △ 53
喜多見 2,433,722 3,240 △ 78,337 △ 45
砧 752,210 386 △ 70,590 △ 17
事務局 10,000 2 5,000 1
計 6,347,383 7,932 △ 345,342 △ 578
上北沢 634,700 134 163,000 △ 208
上祖師谷 719,000 42 59,000 4
烏山 769,900 279 △ 28,400 △ 20
事務局 5,000 1 0 0
計 2,128,600 456 193,600 △ 224

総務課 394,300 80 29,300 5
30,033,834 28,518 △ 741,176 2,198総合計

令和６年度実績 対前年度比較（令和6年3月31日現在）
地域名 地区名

世田谷

北沢

玉川

砧

烏山



令和７年６月１２日 
地 域 福 祉 課  

（仮称）福祉喫茶の今後のあり方―機能改善に向けた見直し―〈案〉について  
1. 主旨 

福祉喫茶については、令和 5 年度より世田谷区所管との調整を進め令和 6 年度 11 月に
「（仮称）福祉喫茶の今後のあり方−機能改善に向けた見直し―」として素案を報告した。 
この間、複数回のアドバイザー会議を通じて学識経験者等にソフト、ハード両面にわた
るご意見をいただいた。 

この度、「（仮称）福祉喫茶の今後のあり方―機能改善に向けた見直し―」を案としてと
りまとめたので、報告する。  

2. 素案からの主な変更点 
項 目 変 更 点 頁 

第１章 
策定にあたって 

1.策定の主旨 福祉喫茶の位置づけを追記 P1 
2.見直しの位置づけ （1）第３次世田谷区住民活動計画を第４次

世田谷区地域福祉活動計画に変更 
P1 

3.障害者就労をめぐ 
る国、東京都、世田 
谷区の動き 

（3）④第３次世田谷区住民活動計画を第４
次世田谷区地域福祉活動計画に変更 

P3 

第２章 
これまでの取組
みの現状と課題 

1.保護的就労（世田 
谷区） 

（1）保護的就労の意義と歴史及び保護 
的就労年表を追記 

（2）世田谷区及び実施事業者の役割を 
追記 

P4 
 
P5 

2.保護的就労（本会） 
 

福祉喫茶の概要に画像追加 
福祉喫茶と就労継続支援 A 型の比較を追加 

P7 
P8 

第３章 
今後の福祉喫茶
のあり方 

2.具体的な取り組み 
 

（1）〜（6）内容の要約を追記 P16 
〜 
P18 

コラム スフィーダ世田谷とのコラボレーションを追記 
東京テラスまつりで船橋地区事務局とともに出張販売を追記 

P14 
P19 

資料編 ○従事者の就労先 追記 P21 
○検討の経過 追記 P22 
○アドバイザー名簿 追記 P23  

3. スケジュール（予定） 
令和７年 ６月    理事会・評議員会（報告） 

策定 
関係機関周知 

７月   新機能による展開 

報 告 事 項６ 



 
 

 

 

 

 

 

(仮称)福祉喫茶の今後のあり方 

  ―機能改善に向けた見直し― 

〈案〉 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和７年６月１２日 
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第 1 章では、福祉喫茶機能改善にあたって法制度の変遷や障害者就労をめぐる動きを捉え
るとともに策定の主旨や見直しの位置づけ等、基本的な事項を定めます。 

 
１．策定の主旨 

 福祉喫茶は、平成 4 年度より世田谷区独自の保護的就労制度のなかで、一般就労への通  
過型として障害者の就労支援を実施し、30 名超を企業へと送り出してきました。 
 この間、世田谷区社会福祉協議会（以下、「本会」という。）では新規従事者（障害のある
職員）の減少や来客数の低下等の課題に対し、平成 30 年 5 月経営企画専門員会にて「福祉
喫茶事業は、障害者の福祉や雇用に関する制度が変化している中で、抜本的な見直しが必
要である」との答申を受け、「経営改革計画(平成 30 年 9 月)」において今後の事業の運営
方針を打ち出し、人が集まりコミュニケーションを生む場としてのコミュニティカフェへ
の動き出しを図ったものの、抜本的な見直しには至っていない状況にあります。 
 福祉喫茶は、障害者の就労支援を先駆的に担ってきましたが、昨今の障害者総合支援法
や障害者雇用促進法の改正、法定雇用率算定基礎の追加措置等により、障害者を取り巻く
状況は大きく変化しています。障害者を取り巻く状況に合った、きめ細かな支援を目指し、
本会の強みを活かした機能改善に向け、(仮称)福祉喫茶の今後のあり方 ―機能改善に向
けた見直し― を策定し、実施を図って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．見直しの位置づけ 

 見直しは、以下計画との連動や整合を図りつつ実施いたします。 
（１） 第４次世田谷区地域福祉活動計画（令和７〜14 年度） 

第 4 章 世田谷区社協事業・取り組み方針 
  ２．各取り組みについて 

 02 福祉喫茶の社会参加機能の強化【支援の視点：参加支援】 
（２） 世田谷区地域保健医療福祉総合計画（令和 6〜13 年度） 

第 4 章 今後の施策の方向 
 第 1 節 世田谷区版地域包括ケアシステムを強化する 

 推進施策７ 就労 

第１章 策定にあたって 

「福祉喫茶」の位置づけ 

本会における福祉喫茶は、障害者の社会参加と自立促進を目的として、一般企業に就労

するために必要な知識や能力を身につける場、その機能を有する場と位置づけます。 

【定款 第２条 事業第 14 項 障害者保護就労施設の設置経営】 

【保護的就労福祉喫茶事業運営要綱 第１条目的 第２条運営 】 
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（３） せたがやインクルージョンプランー世田谷区障害施策推進計画−令和 6〜8 年度） 

第 4 章 施策の取組み 
３．参加及び活躍の場の拡大のための施策 

（12）望むワークスタイルを実現する―多様な働き方を可能にする― 
 

３．障害者就労をめぐる国、東京都、世田谷区の動き 

（１） 国の動き 

① 平成 28 年度 障害者差別解消法施行 

不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供義務が定められ、国や自治体の障
害者への合理的配慮の提供は義務とされ、民間企業は努力義務とされた。 

② 平成 29 年度 働き方改革実現会議決定「働き方改革実行計画」 
障害者等の希望や能力を活かした就労支援を推進し、障害の特性などに応じて活躍で
きることが普通の社会、障害者とともに働くことが当たり前の社会を目指していくこ
ととされた。 

③ 平成 30 年度 法定雇用率算定基礎の追加措置（厚生労働省） 
精神障害者（発達障害者含む）が法定雇用率に算定されることとなった。 

④ 令和 4 年度 障害者総合支援法の改正 
「障害者の多様な勤労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進」として
雇用義務対象が短時間労働者（週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満）に拡大さ
れた。 

⑤ 令和４年度 障害者雇用促進法改正 
事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所
定労働時間 10 時間以上 20 時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率へ
の算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職
場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上など
が盛り込まれた。  

（２） 東京都の動き 

① 令和 6 年度 東京都障害者・障害児施策推進計画（令和 6〜8 年度） 
国の基本方針に即しつつ、東京都の実情も踏まえて、成果目標を設定するとともに、
一般就労に向けた支援に関する量的な目標を設定している。 
※就労移行支援事業所から一般就労への移行者数 3,000 人（令和 8 年度）  

（３） 世田谷区の動き 

① 令和 4 年度 世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現を目指す条例制定 
障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消、安心して暮らし続けること
ができる地域づくり等のより一層の推進といった課題の解決に必要な施策を総合的
に講じている。 
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② 令和 6 年度 世田谷区地域保健医療福祉総合計画（令和 6〜13 年度） 

・ 今後の課題を「ひきこもり状態、障害、病気など、様々な背景により、就労まで
にステップが必要な方やその方が望むような働き方ができていない人も取り残
さない支援の充実」として、何らかの課題を抱えて働くことが困難な状況にあっ
ても、その人が望むような働き方で働くことができるよう、就労に臨むまでの段
階も含めて支援することを示している。 

         第 4 章、第 1 節、推進施策７ 就労 
・ 取組み の方 向性 を 「 中間的 就労 を はじ め 、短時 間就 労 や仕 事 の体験 とい     

った場の開発が進むよう事業者に働きかけ、就労に臨む準備段階からの支援をさ
らに充実していく」等としている。 

③ せたがやインクルージョンプラン―世田谷区障害施策推進計画―（令和 6〜8 年度） 
・ 希望する働き方の支援として、「障害に限らず、難病、経済的な困窮、生きづらさ

を抱えた若者やひきこもりなど、何らかの課題を抱えていて働くことが困難な状
況にあっても、その人が望むような働き方で働くことができるよう関係機関・担
当部署と連携して、働きたい方の特性や希望に応じた就労の実現に向け全庁的に
取り組む」としている。 

第 4 章、3（12）、137 
・ 保護的就労の見直しとして、「一般企業への就労が難しい障害者が、援助者のも

とで働き、労働習慣や社会性を取得したうえで、おおむね 5 年を目途に一般就労
へと移行を図る保護的就労は、各外郭団体と検討を行い、雇用を取り巻く社会情
勢に合わせた事業への見直しを行う」としている。 

第 4 章、3（12）、138 
④ 第４次世田谷区地域福祉活動計画（令和 7〜14 年度） 

第 4 章 世田谷区社協事業・取り組み方針 
  ２．各取り組みについて 

 02 福祉喫茶の社会参加機能の強化【支援の視点：参加支援】 
「つなぎ」を要する住民の参加支援の充実 
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らいふｓ 

 

第２章では、保護的就労の取組みや、平成 29 年度専門性の高い外部委員を招き本会の事業・
財政・人事・人材育成・組織等について検討した「経営企画専門員会」における答申を受け、
平成 30 年度策定した「経営改革計画」の実施状況、これまでの事業実績等を検証・評価し、
課題を整理します。 

 
１．保護的就労（世田谷区） 

（１）  保護的就労の意義と歴史 

昭和 56 年「国際障害者年」が制定され、障害者の「完全参加と平等」という目
標が掲げられました。この流れの中で、世田谷区は「世田谷区障害者施策 10 ヵ年
計画」を策定し、障害者施策として、自立生活の支援・生活環境の整備・移動手段
の確保の整備・就労の機会の拡大等、広くライフステージに対応した施策を具体化
する場として、平成元年度より区立施設の中に保護的就労の場を設けました。 

保護的就労は、一般就労（企業就労）と福祉的就労（施設内就労）の中間的位置
付けで、一般就労への通過型就労として実施している世田谷区独自の仕組みです。
知的障害、身体障害のある方が清掃や喫茶等、実際の仕事を通じて労働の習慣や社
会性を身につけ企業等への就職をめざすこととしています。 

 【保護的就労 年表】 

年 内       容 

 

平成元年 

 

保護的就労の誕生 

《目   的》 就労機会の確保のために世田谷区が設置 

《経   緯》 就労支援センターや就労移行事業所が無かった時代、福祉作業所 

から離籍して一般就労をすることに対し、保護者が不安や不満を 

抱えており、そう した親の声を受け、身近な場所に「施設に通う のと 

同じ時間で働ける雇用の場」を作ろう という 機運が高まり、設置 

《事 業 者》 世田谷区社会福祉協議会、世田谷サービス公社  

 

平成４年～ 

 

 

保護的就労の拡大 

定員数 

・平成元年：１２名 ・平成 4 年：６０名 ・平成 7 年：9 9 名 ・平成 8 年：１１２名 

 

平成１０年 

 

 

障害者就労支援センターすきっぷ 開設 

保護的就労における役割も担う  

・従事者やその保護者に対する一般就労に関する情報提供 

・雇用主は従事者の能力開発、一般就労に向け、障害者就労支援センターすき 

っぷと緊密に連絡する。 

第２章 これまでの取組みの現状と課題 
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世田谷区障害者地域生活課 「世田谷区の保護的就労」抜粋 

年 内       容 

 

平成１２年 

 

世田谷区社会福祉事業団 保護的就労開始 

全３事業者となる。 

 

平成２３年 

 

 

通過型の確立 

この間、課題に対する見直しを行う とともに、事業者等の意見聴取等を踏まえ、区

より「今後の保護的就労」が示された。（通知） 

・今後、雇用する従事者は、５年を目途に一般就労へ移行していくことを前提と 

し、それに対する支援を行う 。 

・就労においては、障害者就労支援センターすきっぷと連携し、円滑な就労への 

移行を図る。 

・現従事者についても、希望等を考慮した上で、可能であれば、一般就労への支 

援を行う 。 

世田谷区資料等より抜粋 

（２）  世田谷区及び実施事業者の役割 

保護的就労は、世田谷区が窓口となり、本会を含めた３事業者が実施機関となっ
ています。世田谷区は、福祉施設や特別支援学校等から利用希望を受付け、業種の
希望に即し、事業者が面接・実習を行います。世田谷区は事業者による評価をもと
に、福祉施設や就労移行支援事業所等が参加する調整委員会を開催して事業者への
推薦を決定します。 

発足当初は、福祉施設からの受入れが主でしたが、年数が経る中で特別支援学校
や離職の方の利用も増え、「もっと多くの障害のある人たちに就労の機会を広げて
ほしい」という声が聞かれています。実施事業者は、採用から 5 年を目途に日常業
務指導を通し、一般就労への移行を前提に支援を行います。就労移行にあたっては、
世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷと連携しています。 

  

（３事業者） 

【利用の流れ】 
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 取組みの現状 

① 世田谷区では、平成元年度より知的障害者・身体障害者を対象とした保護的就労を開
始し、平成 10 年度から「障害者就労支援センターすきっぷ」との連携により、数多
くの障害者の一般就労が実現しています。 

② 世田谷サービス公社、世田谷区社会福祉事業団及び本会の 3 事業者が実施機関となっ
ており、世田谷サービス公社、世田谷区社会福祉事業団が建物清掃等、本会が喫茶サー
ビスを業種としています。 

③ 世田谷サービス公社では、保護的就労のほか、ユニバーサル就労として難病患者に対
する就労機会の提供やシルバー障害者の雇用が予定されています。 

 

現状における課題 

① 法定雇用率の上昇や障害者雇用のための事業主支援が強化されたことに伴い、軽度の
障害者は特別支援学校や就労移行支援事業所から直に一般就労が可能となり、世田谷
区を受付窓口とした保護的就労の希望者は減少、欠員が続いています。 

② 世田谷区ではノーマライゼーションプラン（令和 3〜5 年度）に続き、インクルージ
ョンプラン（令和 6〜8 年度）において「保護的就労の見直し」を掲げています。 
 

【保護的就労従事者数】 

 

年度  R1 R2 R3 R4 R5 

本会 
定員 11 11 8 8 8 

在籍 9 8 6 3 1 

ｻｰﾋﾞｽ公社 
定員 55 58 74 73 72 

在籍 55 55 51 47 44 

事業団  
定員 28 27 25 25 25 

在籍 18 15 14 13 12 

合計 

定員 94 96 107 106 105 

在籍 82 78 71 63 57 

充足率 87％ 81％ 66％ 59％ 54％ 
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2. 保護的就労（本会） 

 世田谷区の保護的就労制度に則り、平成 4 年度より福祉喫茶を開店、喫茶というサービス
業種により訓練機会を確保し、６０余名の従事者の「一般就労」という目標に向かって、
支援しています。 
  平成 4 年度以降、毎年、福祉喫茶「ＹＯＵ・遊」をはじめとして「ぷらたなす（平成 30

年度閉店）」、「桜ん房」、「どんぐり」の 4 店を開店しました。 
  平成 12 年度、世田谷区より「世田谷区保護的就労従事者調整要領」が示され従事者の

在職期間が「採用から概ね 5 年」となり、以降要領を遵守した取組みを行っています。 
  平成 16 年度から「障害者就労支援センターすきっぷ」と連携し、30 余名の障害者の

一般就労が実現しています。 

【福祉喫茶の概要】 

 

  
喫茶 YOU・遊 喫茶桜ん房 喫茶どんぐり 

運営 

赤堤５－３１－５ 祖師谷３－１０－４ 南烏山１－１０－１０ 

松沢まちづくりセンター内 砧図書館内 世田谷文学館内 

開店 11：00～17：00 11：00～17：00 11：00～17：00 

定休 
日曜日、月曜日、祝日、 

年末年始 

月曜日、第 2 木曜、 

年末年始 

月曜日（祝日の場合翌） 

年末年始 

体制 店長１名（非常勤） 店長１名（非常勤） 店長１名（非常勤） 

 援助者６名（臨時職員） 援助者６名（臨時職員） 援助者１１名（臨時職員） 
 

従事者定員２名 従事者定員２名 従事者定員４名 

開設 平成４年４月 平成６年５月 平成７年４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月現在 
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【福祉喫茶と就労継続支援 A 型の比較】 

 

福祉喫茶は、障害等の理由で一般就労が難しい方を対象として生産活動や就労機会の提供を

行う障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービス「就労継続支援Ａ型」と共通項があ

ります。 

 

（１） 従事者への支援 
日常動作や通勤、体力等に支障がなく、採用から 5 年を目途に一般就労へ移行する意
思のある知的障害者に対し面接・実習を行い、世田谷区保護的就労調整委員会による
推薦を受けた者を従事者（臨時職員）として雇用しています。 

 
取組みの現状 

① 申込み受付及びアセスメントは区保健福祉課が、福祉喫茶の概要の説明と、仕事の内
容や職場環境を体験する機会として 2 店舗で各３日間の実習を本会が実施していま
す。 

② 申込は、特別支援学校や就労継続支援 B 型施設が中心です。 
※就労継続支援 B 型施設：一般企業への就労に結びつかない方や一定年齢に達して

いる方等に生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及
び能力向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行う 

 

 

  

福祉喫茶 就労継続支援Ａ型 

設  置 平成元年～ 平成１7 年～ 

関係法令 世田谷区保護的就労従事者調整要領 
障害者総合支援法に基づく 

障害福祉サービス事業 

設  備 厨房・ホール・事務室・洗面所・トイレ 
訓練作業室・相談室・事務室 

・洗面所・トイレ 

利用形態 雇用契約 利用申請及び雇用契約 

賃金体系 最低賃金保障 最低賃金保障 

支援体制 管理者・店長・援助者 
管理者・サービス管理責任者・ 

職業指導員・生活支援員 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8

【区保護的就労調整委員会による

福祉喫茶 申込者数・推薦者数・企業就労者数】

申込人数（名） 推薦人数（名） 企業就労（名）

  現状における課題 

① 障害受容が深まっていない場合があります。 
② 障害の重複や重度化により、健康管理や日常生活管理面の支援が必要な場面が多くな

っています。 
③ 従事者が過去に受けた強いストレス等に起因する不安感情や恐怖心が支援をする中

で徐々に判かってくるという状況があり、生活歴等の詳細な把握が必要です。 
④ 訓練期間内で一般就労へ移行可能な従事者は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 「経営改革計画」における取組み（平成 30 年度から令和 4年度） 

平成 30 年 5 月経営企画専門員会答申を受け、経営改革計画(平成 30 年 9 月)における「今
後の事業の運営方針」に基づきコミュニティカフェ等のプログラムを実施するなど改善
に取り組みました。 
 

経営企画専門員会答申 

① 福祉喫茶事業は、長年にわたり事業のスキームを変えていないが、障害者の福祉
や雇用に関する制度が変化している中で、抜本的な見直しが必要である。 

② 福祉喫茶事業は、様々な人たちがつながる地域の活動拠点となるような機能転換
や地域のボランティア等と協働した運営形態等について検討する必要がある。 
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経営改革計画 

① 障害者福祉や雇用制度など法制度が変わる中で、福祉喫茶事業の見直しが必要と
なっている。 
 

② 高齢化の進展や単身世帯の増加、地域コミュニティの希薄化など地域社会が変化
する中で、本会として、新たな住民ニーズに対応する事業の開発が求められてい
る。 

 
「今後の事業の運営方針」 

  福祉喫茶事業は、関係機関と連携して、就労支援を強化するとともに、保
護的就労の枠組みに囚われない多様な働き方を体験できる場所として活
用を図る。 

  各店舗の特性を活かしながら、地域住民の活動拠点として活用するなど
機能を拡充するとともに、集客に努め、収支の改善を図る。 
 

 取組み状況 

① NPO や地区事業等と連携したコミュニティカフェの展開やご高齢の方や障害のある
方の居場所づくりとして遊食会を開催しました。 
 

 

 
 

 
 

名称 主催 対象 会場 内容 

おしゃべり
★カフェ 松沢地区社協 高齢者 YOU・遊 

毎週水曜日 11：00～14：00 
昼食・お茶、おしゃべり 

すまほ茶屋 
NPO 法人 SOHO
世田谷 

スマホを活
用したい住
民 

桜ん房 
第 2･4 火曜日午後 
スマホの使い方講習、お茶、お
しゃべり 

ぷらっと 
カフェ 

ぷらっとホー
ム世田谷 

利用者 

YOU・遊 
第 2･4 木曜日 14：00～16：00 
お茶・クッキー、おしゃべり 

桜ん房 
第 1･3 火曜日 14：30～16：30） 
お茶・クッキー 

遊食会 YOU・遊 近隣住民 YOU・遊 
毎月第 2金曜日 
夕食を食べながらおしゃべり 
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② ボランティア・地域人材を活用した「ワンデイシェフ」を実施しました。 

 
 

 
③ 障害のある人たちの社会参加を企業・社員と連携して促進していく都補助事業「東京

D＆I プロジェクト」を活用し、スペシャルメニューを提供する「ココロンウィーク
（5 日間）」を開催しました。 
 

開催 客数 収入 前年比 内容 

12 月 

（5 日間） 

216 

人 

134，550 

円 

242 

％ 

従事者（障害のある職員）がココロンをモチー

フとしたパンケーキやカフェラテを「世界にた

った一つだけのメニュー」として手作りした 

 

取組みにおける課題 

① 計画実施の翌年からコロナ禍となり、飲食店として数カ月にわたる休業を余儀なくさ
れました。コミュニティカフェとしては、営業再開後も三密回避等の感染症対策を行
う必要性から休止の状態となり、その期間が長引いた結果、現在行われているのは、
「おしゃべり★カフェ（松沢地区事業）」のみとなっています。 

② 「ワンデイシェフ」及び「ココロンウィーク」は、原材料比率が 40％を超過し、経費
の必要なイベント性の高いものとなり、単発の実施に留まりました。 

 

（３） 経営（飲食店としての経営） 
 

取組みの現状 

① 季節に合ったメニューを考案し、集客に繋がるよう工夫を凝らしています。 
② 焼き菓子の材料を精選し製法を統一することで、製造・販売で店舗間の協力体制がと

れるようにしています。 
③ 売上・来客数は減少傾向にありますが、コロナ禍が明けやや上向きとなっています。 

開催 協力者・団体 提供数 内容 

6 月 中杉ｶﾞｰﾃﾞﾝ・昭

和女子大学 

29 食 近隣農園とゼミの学生が連携し、夏野菜を

使用したカレーや丼をメニュー化、福祉喫

茶を発表の場として活用、産学連携を実現 

11 月 ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪの参

加者・支援者 

36 食 料理自慢の参加者等が得意料理の変わり種

餃子を手作りし提供 

12 月 ぷらっとﾎｰﾑ世

田谷利用者 

37 食 フルーツカービングの技術をもつ利用者が

ドリンクに添えるフルーツをカットし高い

技術力を披露 
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現状における課題 

① 長引く原材料の高騰により、全メニューで原材料比率が高くなっています。特に乳製
品の価格高騰が顕著です。 

② 定番メニューの価格は、令和元年度より据え置いています。 
③ 原材料比率を抑えるためメニュー価格の見直しが必要であると考えています。 
④ 訓練機会の確保の観点から施設特性や利用ニーズを踏まえた各店の集客戦略が必要

です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【乳製品価格】
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（４）運営（店舗管理や従事者に対する支援） 

 

取組みの現状 

① 店長と援助者が現場を担い、本部が巡回等支援を行っています。 
② 運営にあたっては、障害支援、店舗経営、衛生管理、職員育成、勤怠管理と広範な業

務に取り組んでいます。 
③ 土日祝日を含め店舗を安定的に運営することができるよう、多数の援助者の協力を

得ています。 
④ 従事者に対する支援力向上を図るため、東京障害者職業センター等を講師とした「障

害の理解」等を必須研修として実施しています。 
⑤ 調理や清掃等の作業をできるだけ細かな工程に分け、従事者が関わることができる

工程については視覚化した作業マニュアルを作成し、従事者の訓練機会を増やして
います。 

       

現状における課題 

① シフト制のため、従事者支援にあたる時間は、援助者個々に相違があります。 
② 障害支援の経験のある職員は限定されており、OJT での支援力向上は難しく、研修

等で支援の質を高めていく必要があります。 
③ 支援力の向上や安定的な運営の継続のための体制を強化する必要があります。 

 
（５）場の活用   

行政財産使用許可、または教育財産使用許可を受け「障害者の就労支援の場」として福祉
喫茶を運営しています。 

 
取組みの現状 

① 地区事業と連携し、気軽におしゃべりしたり、ちょっとした困りごとを相談したりす
る身近な場所として定期的に「おしゃべり★カフェ」が開催されています。（喫茶Ｙ
ＯＵ・遊） 

② ぷらっとホーム世田谷と連携し、就労準備支援事業として引きこもりの方等に就労の
イメージを持っていただくための「職場見学」を実施しています。（喫茶ＹＯＵ・遊） 

③ 近隣の公立中学・高校から職場体験の受入れを行っています。（喫茶ＹＯＵ・遊、喫
茶どんぐり） 

④ 近隣の障害者施設から実習の受入れを行っています。（喫茶桜ん房） 
⑤ 障害施設等から、パーティー等での貸切り利用があります。（喫茶ＹＯＵ・遊） 
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本会は、スフィーダ世田谷と令和 4 年度より、「地域福祉の推進に関する協定」

を締結し、スフィーダ世田谷のホームゲーム等において、ロゴマークを冠した焼

き菓子を製造・販売し、福祉喫茶の PR に努めています。 

現状における課題 

① 区施設内に設置されている 2 店舗（喫茶桜ん房、喫茶どんぐり）は、区施設への来館
者による喫茶利用が多いため貸切り利用が難しく、実施店舗は１店舗（喫茶ＹＯＵ・
遊）に限られています。 

② 職場体験の申込みがある学校は特定されています。 
 

（６）広報 

 

取組みの現状 

① 3 店舗共通のポイントカードを作成し、来店に繋がる取組みを行っています。 
② 地域のイベントや協定機関との連携による焼き菓子の出張販売を実施し、販売物と合

わせてチラシを配布する等、PR に努めています。 
③ 区施設内の店舗ではタウン誌への掲載等、施設と連携した取組みを実施しています。 
④ ホームページに営業日やアクセス、おすすめメニューを掲載し、来店に繋げています。 

 

現状における課題 

① 出張販売が定期的に行えるよう、機会の確保が望まれます。 
② 来客数を増やすため、インターネットを活用する等戦略的な取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 

スフィーダ世田谷とのコラボレーション 



15 

 
 

 

第３章では、これまでの取組みの現状と課題を受けて、今後の福祉喫茶に求められる機能や
具体の取組みを示します。 

 
1. 基本的な考え方 

（１） 求められる新たな機能 

世田谷区地域保健医療総合計画やせたがやインクルージョンプラン、また学識経験者 
等からの意見聴取を踏まえ、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 視点 

基本的な考え方を踏まえ、前章で確認した諸課題へ対応するため、以下の方向性に基づ
き、他機関と連携し、具体的な取り組みを行う。 
 

視点１：支援を充実する 

 

中間的就労の場として広範な業務をもつ福祉喫茶の特徴を活かし、
希望に合わせた業務内容や時間、日数のシフト体制を取ることで、
就労までにステップが必要な方等にも無理のない多様な形態の仕
事体験、実習を提供し、希望する働き方を実現します。 

 
視点２：場の価値を高める 

 

福祉喫茶は、全て区の付帯施設となっており、来館者に知られる
場となっています。また、人の往来の多い商店街等の通りに面し
ており、地域住民の方々にとって場としての利便性は高いといえ
ます。この店舗の立地を活かし、地域住民の方々の居場所として、
繋がりづくりに役立てていきます。 

第３章 今後の福祉喫茶のあり方 

 

 保護的就労の取組みを継続するとともに、保護的 

 就労の枠組みに囚われない保護的就労外の場とし 

 て、新たに福祉喫茶を位置づける。 
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２．具体的な取組み 

（１） 保護的就労 

 
① 世田谷区や実施団体と連携を密にし、対象者の開拓のため、学校・施設等へ保護的就

労及び福祉喫茶の説明に出向き、情報が少ないことによりサービスに辿り着けないと
いうことのないよう、直接的なアプローチを行います。 

② 地域障害者相談支援センターぽーとや世田谷区手をつなぐ親の会との連携に努め、離
職後、在宅生活となっている方への働きかけを進めます。 

③ 学校との連携にあたっては、１年次からの実習受入れを行い、年次に合わせた支援を
実施します。（１年次：２日、２年次：３日、３年次：3 日複数店舗） 

④ 採用時は、まず利用施設等からの情報収集を行い、充分なアセスメントを実施します。 
⑤ 採用後は、学校や施設等のアフターフォローを活用するとともに、連携して早期安定

に向けた支援を行います。 
⑥ 本人や家族とともに年次毎の段階的な目標設定を行い、5 年次までの計画を見える化

し進捗の共有に努めます。 
⑦ 異なる環境下における本人の遂行力を評価するため、他店舗出張や他団体での実習も

視野に、一般就労に向けた実践的な取り組みを進めます。 
      【連携機関】 

特別支援学校・就労移行支援事業所・地域障害者相談支援センターぽーと・世
田谷区手をつなぐ親の会・世田谷区・障害者就労支援センターすきっぷ・保護
的就労実施団体 

 

（２） 保護的就労外 

 

① 福祉喫茶を保護的就労に加え、多様な働き方ができる場、就労体験のできる実習の場
と位置付けます。 

② 実施にあたっては、国や都が進める就労支援プログラムを行う機関と連携し、支援機
関の就労準備支援担当とともに実習者の状態に合わせ、きめ細かな一貫性のある支援
を行います。 

③ ご本人の希望や到達度に応じた個別の支援計画を策定します。 
④ 対象は、体調に波がある、長時間働けない、能力はあるが自信がない等の理由で働き

保護的就労の対象者を開拓するため、学校や就労移行施設等に直接出向いて事業説明

を行い、実習者の受入れに努めます。 

誰もが希望や能力に応じ、職業を通じた社会参加ができるよう、希望条件を適える時

間設定や業務の切り出しを行い、働く意欲を醸成します。 
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たいけれど働けていない方、就労までにステップが必要な方で厚生労働省の進める就
労準備支援事業や病院等がハローワークと連携して行う就労支援プログラムの利用
者とし、実施機関と連携した支援体制を構築します。 

⑤ 日数や始業・終業・休憩時間等について自由度の高い実習形態とします。 
⑥ 特性や希望に応じた実習形態を実現し、社会との接点を得ることで、社会の一員とし

て「働くこと」の意欲を醸成し、自己有用感を高めます。 
 【連携機関】 

ぷらっとホーム世田谷・病院等 
 

（３） 職員の専門性の向上と連携による支援力の強化 

 

① 支援対象に合わせた、専門性の高い研修を実施します。 
② 直接的且つリアルタイムに支援のポイントが把握できるようスーパーバイザーを配

置する等し、職員が自信をもって支援に望めるよう計画的に OJT を実施します。 
③ 支援機関との連携を密にし、対象者ひとりひとりに合った支援ができるよう柔軟な支

援を行います。 
④ 支援機関との定期的なカンファレンスを実施し、対象者の変化に応じた支援を実施し

ます。 
       【連携機関】 

障害者就労支援センターすきっぷ・ぷらっとホーム世田谷・病院等 
 
（４） 場の活用 

 

① 区の付帯施設であるという好立地を活かし、高齢者や障害者の居場所づくり等への活
用を図り、福祉喫茶が地域住民の活動拠点となるよう取り組みます。 

       【連携機関】 
地域・地区事業、ぷらっとホーム世田谷 

② 公立中学・高校からの職場体験を広く受入れ、進んで働こうとする意欲や態度、また
働くことの厳しさや喜び等を体験する場を作り、中・高生の勤労観、職業観等を育み
ます。また、障害理解や福祉喫茶の役割を伝え、福祉を身近に感じる機会となるよう
取り組みます。 

       【連携機関】 
公立中学校・高校 

職員の支援力を高める研修等を実施するとともに、障害者就労支援センター等と連携

し、実習者ひとりひとりに即した支援を行います。 

福祉喫茶が地域住民の活動拠点となるよう、居場所づくりや近隣の学校や施設から職

場体験の受入れを進める等、地域に開かれた場となるよう取り組みます。 
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③  特別支援学校や障害者施設等からの実習受入れを広く行い、就労の可能性を探る機

会となるよう受入れプログラムを作成します。 
       【連携機関】 

特別支援学校・障害者施設 
 

（５） メニュー・店舗づくり 

 

① 客層やニーズの把握を行い、各店舗のコンセプトを明確化します。 
② フードコーディネーター等専門職を招き、新メニューの開発や調理技術の指導を仰ぎ、

季節感のある多様なメニューを提供します。 
③ メニュー開発にあたっては、店舗毎の目玉商品や売れ筋商品を作ります。 
④ 長引く原材料の高騰による原材料比率の上昇を鑑み、新メニューの開発・提供に合わ

せて、価格改定を行います。 
⑤ インテリアデザイン学部等のある大学と連携し、アプローチからの導線や座席配置、

什器の高さや照明等のディスプレイを工夫して多世代に利用される居心地のよい店
舗づくりを目指します。 

⑥ 利用ニーズを踏まえた集客戦略を立案し、従事者・実習者の訓練機会を確保します。 
       【連携機関】 

フードサービス協会等、インテリアデザイン学部等のある大学 
 

（６） ＳＮＳ等を活用した広報の強化 

 

① 店舗で活用できるポイントカードに加え、季節メニューの販売に合わせクーポンを発
行する等、リピート率向上に繋がるキャンペーンを実施します。 

② 地域のイベント等は、積極的に参加し、福祉喫茶の目玉商品を販売することで PR に
努めます。 

③ 福祉喫茶が就労支援の場のみでなく、障害者や高齢者の生きがい創出の場となるよう、
各店舗の役割と繋がりを明確化し、コンセプトやストーリーを作成して SNS を活用
した情報発信を図ります。 

 

多世代に利用される居心地の良い店舗づくりを目指し、メニュー開発やインテリアデ

ザインを行います。 

 

利用客が求める福祉喫茶の魅力や実習者が知りたい就労支援のあり方等をさまざまな

媒体を活用してお伝えします。 
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•  

•  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

福祉喫茶では、世田谷区の障害者週間記念事業である区民ふれあいフェスタ

をはじめ、地域の子ども祭りや地域イベントに積極的に参加し、チラシやシ

ョップカードを配布する等して福祉喫茶のＰＲに努めています。 

出張販売は、「呼び込み」や「品出し」、「釣銭の計算」など店舗内ではできな

い業務にチャレンジできる機会でもあり、障害のある職員の重要な訓練機会

となっています。 

コラム 

東京テラスまつりで船橋地区事務局とともに出張販売 
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1. 進行管理 

 来客数や保護的就労の希望者数・従事者数、保護的就労外の希望者数・実習者数等、実
施状況を把握し、本会の「理事会」・「評議員会」等に適宜報告することにより進行管理を
行うとともに、評価・検証を行います。 
 また、上記評価・検証とともに、世田谷区や本会の基本方針に基づいているかを確認・
点検し、必要に応じ見直しを行います。   

第４章 進行管理 



21 

 

厨 房 ・ 食 品 衛 生           接      客 

キューピー  西洋フードシステム            スターバックスコーヒー 

マルコシフードサービス  S アミーユ経堂 

株式会社聖林公司  日本園芸士協会 

 

 

清        掃          介  護  補  助 

第一生命チャレンジド  Huge 吉祥寺         ベネッセスタイルケア 

S アミーユ経堂  成育医療センター       

テイクアンドギブニーズ  日本体育大学 

世田谷サービス公社 

 

 

事        務          その他 

リゾートトラスト  千歳郵便局             グランダ狛江（洗濯補助） 

イッツデモ  郵政チャレンジド株式会社       アミーユ経堂（園芸） 

日本情報産業  TSUTAYA  キューピー     お世話や（製造販売） 

パソナハートフル  ヴァンドームヤマダ 

 

 

従 事 者 の 就 労 先 

 

喫茶の業務には、計量や調理、接客や掃除など多岐にわたる業務があるため、従事者

の適性や伸びしろを見つけやすいという利点があります。 

お客様からお声掛けいただくことも多く、一般就労に向けての励みになっています。 

資 料 編 
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検 討 の 経 過 

会議名 開催日 内容 

第 1 回ワーキング 令和 5 年 5 月 24 日 

見直しの背景、現行の取組み状況の確認及

びスケジュールの確認 

 

第 2 回ワーキング 令和 5 年 6 月 27 日 

経営改革計画の振り返り、福祉喫茶の課題

整理 

 

第 3 回ワーキング 令和 5 年 7 月 26 日 「障害支援」についての意見交換 

 

第 4 回ワーキング 令和 5 年 8 月 8 日 「支援力」についての意見交換 

 

第 5 回ワーキング 令和 5 年 8 月 16 日 「場の活用」についての意見交換 

 

区所管課との会合 令和 5 年 8 月 17 日 世田谷区所管課と方向性の確認 

 

関係者座談会 令和 5 年 8 月 24 日 関係者意見聴取 

 

第 6 回ワーキング 令和 5 年 10 月 2 日 「経営」・「広報」についての意見交換 

経営会議 令和 6 年 1 月 12 日 

課題と検討の方向性、進め方についての意

見交換 

 

区所管課との会合 令和 6 年 2 月 27 日 世田谷区所管課と方向性の確認 

 

第１回ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議 令和 6 年 3 月 5 日 学識経験者意見聴取 

経営会議 令和 6 年 3 月 8 日 

世田谷区所管課との調整結果報告、検討の

視点に関する意見交換 

 

経営会議 令和 6 年 5 月 10 日 骨子案に基づく意見交換 

 

経営会議 令和 6 年 8 月 9 日 素案に基づく意見交換 

 

経営会議 令和 6 年 9 月 13 日 素案に基づく意見交換 

経営会議 令和 6 年 10 月 16 日 

関係者、学識経験者意見集約を反映した案

の検討及び案確定 

 

関係者意見座談会 令和 6 年 10 月 23 日 関係者意見聴取 

 

第 2 回ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議 令和 6 年 12 月 4 日 学識経験者意見聴取 

 

第 3 回ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議 令和 7 年 2 月 8 日 学識経験者意見聴取 
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ア ド バ イ ザ ー 名 簿 

氏  名 所属・役職等 

小林 繁 明治大学 文学部教授 社会教育学 

 

兼松 忠雄 

明治大学 講師 

全国喫茶コーナー交流会事務局長 

春口 明郎 全国喫茶コーナー交流会実行委員 

中川 文彦 ルソン・ド・カフェ相談係 

 

杉野 聖子 

江戸川学園おおたかの森専門学校 

心理・社会福祉学科学科長 
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福祉喫茶の今後のあり方 

―機能改善に向けた見直し― 

令和７年６月 
発行  世田谷区社会福祉協議会 

所管  地域福祉課 

住所  〒157-0066 東京都世田谷区成城 6-3-10 

電話  03-5429-1180 

ＦＡＸ 03-5429-1202 

ＵＲＬ https://www.setagayashakyo.or.jp/ 

https://www.setagayashakyo.or.jp/


 
 

令和７年６月１２日 

連 携 推 進 課 

 

第２３回地域福祉推進大会について 

 

  令和７年度 第２３回地域福祉推進大会の企画・調整に向けた企画委員会を設置するた

め、各地域社協福祉推進協議会に企画委員の推薦を依頼したところ、以下の通り回答があ

ったので報告する。 

 

１． 第２３回地域福祉推進大会企画委員 

世田谷 川﨑 惠美子 世田谷地域社協福祉推進協議会副会長 太子堂地区社協会長 

北沢 手嶌 きみ子 北沢地域社協福祉推進協議会副会長 新代田地区社協会長 

玉川 黒木 勉 玉川地域社協福祉推進協議会委員 深沢地区社協副会長 

砧 沢田 美佐子 祖師谷地区社協 会計 

烏山 杉田 紀子 烏山地域社協福祉推進協議会副会長 烏山地区社協会計 

事務局 長岡 光春 事務局長 

                                   （敬称略） 

２.  日時・会場 

    ２０２５年１１月１日（土） ※時間調整中 

世田谷区民会館ホール（せたがやイーグレットホール） 

 

３． 今後の予定 

   ８月         第２回企画委員会（プログラム内容等確認） 

   ９月～１０月     周知 参加者募集 

   １０月        第３回企画委員会（当日の役割分担） 

   １１月１日（土）   実施 

   １２月        第４回企画委員会（次回に向けた引継ぎ） 

 

報告 事 項７ 





 
 
 
 
 
 
 
 

そ の 他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



令和７年６月１２日 
総 務 課 

 
 

令和７年度世田谷区社会福祉協議会年間スケジュール（予定） 
 
 

月 日 曜 会議・事業 時間 会場等 

6 27 金 第 1 回評議員会 14 時～16 時 
北沢区民会館別館 

（梅丘パークホール） 

6 28 土 第 2 回理事会 14 時～16 時 
北沢区民会館別館 

（梅丘パークホール） 

11 7 金 第 3 回理事会 14 時～16 時 
世田谷区民会館別館 

（しゃれなあどホール）

スワン・ビーナス 

11 1 土 第 23 回地域福祉推進大会 調整中 世田谷区民会館ホール 

11 28 金 第 2 回評議員会 14 時～16 時 
砧区民会館（成城ホー

ル）集会室 C・D 

3 13 金 第 4 回理事会 14 時～16 時 
北沢区民会館別館 

（梅丘パークホール） 

3 30 月 第 3 回評議員会 14 時～16 時 
北沢区民会館別館 

（梅丘パークホール） 

 

そ の 他 


